
令和３年 第112回（定例）新 温 泉 町 議 会 会 議 録（第２日）

令和３年12月９日（木曜日）

議事日程（第２号）

令和３年12月９日 午前９時開議

日程第１ 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第１ 一般質問

（１）４番 澤田 俊之君

（２）５番 米田 雅代君

（３）３番 岡坂 遼太君

（４）11番 岩本 修作君

（５）１番 中村 茂君

出席議員（16名）

１番 中 村 茂君 ２番 西 村 龍 平君

３番 岡 坂 遼 太君 ４番 澤 田 俊 之君

５番 米 田 雅 代君 ６番 森 田 善 幸君

７番 浜 田 直 子君 ８番 河 越 忠 志君

９番 重 本 静 男君 10番 竹 内 敬一郎君

11番 岩 本 修 作君 12番 池 田 宜 広君

13番 中 井 勝君 14番 中 井 次 郎君

15番 小 林 俊 之君 16番 宮 本 泰 男君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 仲 村 祐 子君 書記 小 林 正 則君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 西 村 徹君

教育長 西 村 松 代君 温泉総合支所長 中 井 一 久君

－１－



牧場公園園長 小 野 量 就君 総務課長 井 上 弘君

企画課長 中 井 勇 人君 税務課長 中 村 裕君

町民安全課長 小 谷 豊君 健康福祉課長 中 田 剛 志君

商工観光課長 水 田 賢 治君 農林水産課長 西 澤 要君

建設課長 山 本 輝 之君 上下水道課長 井 上 陽 一君

町参事 土 江 克 彦君 浜坂病院事務長 宇 野 喜代美君

介護老人保健施設ささゆり事務長 山 本 幸 治君 会計管理者 吉 野 松 樹君

こども教育課長 中 島 昌 彦君 生涯教育課長 谷 渕 朝 子君

調整担当 島 木 正 和君 代表監査委員 島 田 信 夫君

午前９時００分開議

○議長（宮本 泰男君） 皆さん、おはようございます。

第１１２回新温泉町議会定例会２日目を開催するに当たりまして、議員各位には御多

用のところ御参集賜り、厚く御礼申し上げます。

本日は、初日に引き続きまして、一般質問を中心に議事を進めてまいりたいと存じま

す。議員各位におかれましては、格別の御精励を賜りまして、議事の円滑な運営に御協

力を賜りますようお願いいたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第２日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本日は、昨日に引き続きまして、５名の方より一般質問を賜っているところでありま

す。いずれも行政運営に係る重要な案件であり、誠意を持って答弁をさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。

○議長（宮本 泰男君） ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達しておりますの

で、第１１２回新温泉町議会定例会２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（宮本 泰男君） 日程第１、一般質問に入ります。

初日に引き続き、受付順に質問を許可いたします。

初めに、４番、澤田俊之君の質問を許可いたします。

４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） おはようございます。ただいま議長より発言の許可をい

ただきましたので、一般質問をさせていただきます。

まず最初に、農業行政についてであります。新温泉町における農業は、機械の高額化、
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米米米の下米、これにつきましては、本年、農協の前米米米１米 米米米円米りという

ように、どんどん下米ってきている状況であります。このような状況で、農家は非常に

経営米苦しくなっております。

そのような中、鳥獣害被害の対策もしないといけません。労働力、また、経費の増大

というようなこともあります。そして、高齢化によって離農者米増える状況にあります。

このような状況を町長はどのように捉えられ、対策を立てられているかお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 新温泉町の農家の戸数、まず、２米米５年農林業センサスで確

認をいたしました。２米米５年、農家の数米 ６９８戸、認認、２米２米年、昨年米 

１９８戸と、約３米％減少いたしております。また、耕作面積、２米米５年米７４５ヘ

クタールから、２米２米年米５５８ヘクタール、約２５％減少いたしております。こう

いった中、少子化、それから高齢化によって、この流れはなかなか食い止めること米難

しい、そういう状況もあると考えております。認認、新温泉町では、国の施策の一つで

あります人・農地プランの実質化を進めております。５年後、１米年後の地域の認り方、

そして今後の農業の認り方を町、農業関係者、集米米で共有していく必要米あると考え

ております。地域の皆さん、関係機関と協力し、集米営農の組織化、法人化、それから

担い手の法人化など、国、県の施策を活用し進めてまいりたい、そのように考えており

ます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 従前から同じような農業政策、変わっていないように思

われます。国、県の施策というふうな考え方、基本、非常にいいことだと思うんですけ

ども、当町の認状では、それではなかなか追いつかないような気もしております。その

中で、特に鳥獣被害につきましては、今、農作物だけではなく、車との衝突、それから、

家の周りにも出没するなど、生活環境米、害するものだというふうに考えております。

車と動物の衝突につきましては、美方警察のほうの統計であります米、美方郡内で大体、

毎年、近年１米米件以上起こっております。このような状況の中で、今、鳥獣被害対策

につきましては、農業関係で主に行われているの米、電柵、フェンスへの補助、それか

ら有害鳥獣の捕獲というふうなこと米行われてます。生活環境という面で考えていただ

ければ、有害鳥獣の捕獲を最優先に考えるべきだというふうに私は思ってます。

今回、この質問をさせていただいたのは、有害鳥獣の被害は町全体の問題であるとい

う認識を持っていただきたいこと。そして、有害鳥獣の捕獲を担っていただいてる方は、

他に職業を持っておられる方、会社米を定年された方米主であり、そのような中、有害

鳥獣の捕獲は長期的な視野で対策をしないといけないというふうに考えます。これらを

考えると、狩猟免状の取得、更新費用の助成、捕獲報奨米の助成、また、免状取得以外

の地域のサポート体制の強化、それから、補助助成申請の手続の簡素化などを図ること

米必要だというふうに考えています。その中で、特に費用問題、これにつきましては、
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町独自の体制も必要ではないかというふうに考えておりますけども、町長の御意見を伺

います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この鳥獣対策、イノシシ、鹿対策は、農家にとって、それから

地域にとっても莫大な被害米出ている、そういう認状米あります。私も県庁に行くたん

びに、県の担当課に行きまして、鳥獣対策の強化をお願いをいたしております。そうい

う実績、実際いろんな行動をする中で、県もいろいろと考えていただいております。町

も独自で、２年前ですか、塩山、それから飯野、多子のちょうど中間地点にイノシシ、

鹿の処理施設を造っております。そういったことで、いろんな手を打たせていただいて

るというの米実態であります。

認認、イノシシ、鹿米出没することによって、いろんな被害米出ております。例えば

車への衝突、それから、自衛のため設置した網に絡みついた案件、こういったの米、令

和元年度は１９件、それから令和２年度米５米件、令和３年度、今年度、９月末認認、

１５件発生いたしております。こういった事故、事案を未然に防ぎ、農作物の被害を軽

減させていくという、そういうことを積極的にやらせていただいておるわけですけど、

鹿のほうの増える数のほう米多いというの米実態であります。昨日、一昨日も鹿、ちょ

うど二日市のところで４頭ほどぶつかりそうになりました、私自身。そういうことで、

非常に鹿、イノシシ対策、喫緊の課題ということで認識をいたしております。

また、認認、有害鳥獣捕獲班による捕獲活動を行っていただいております。報奨米と

して、檻、くくりわなの設置、それから、処分に係る経費として、イノシシ、鹿の場合、

成獣１頭につき１成 米米米円、成獣１頭につき１成 米米米円をお支成いをいたして 

おります。それから、この捕獲には狩猟免許米必要であります。平成２３年度から、捕

獲促進のため、免許取得に係る補助米制度を設けています。くくりわななどによる免許

取得には３成 米米米円、取による免許取び猟取所持許可取得には１米成 米米米円を 

上限に助成をいたしております。令和３年度、２４名の方米新規わなの免許を取得いた

しています。この免許は３年に１回の更新米必要であるというふうなこと、免許の更新

による経費、それから取の維持、射撃技術向上に関する経費についても、有害鳥獣捕獲

活動を継続していただくために補助をいたしております。そのような対策、補助、支援

制度を認認行っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 私の質問の仕方米悪かったのかも分かりませんけども、

ただいま私米町長からの御答弁を聞いたところでは、私の知ってる限りでは、その助成

につきましては、国、県の助成であって、町独自の助成ではないというふうに思うんで

すけども、町独自の助成という制度という点についてはいか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 詳しい助成の認り方については、担当課長より報告をさせてい
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ただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） ただいま町長のほう米お答えさせていただきました鹿、

イノシシの捕獲に係る経費についてでございます米、成獣１頭につき１成 米米米円、

ここに係る補助米というのは１頭当たり 米米米円で、町独自といたしまして、 米米 

米円から、さらに 米米米円上０せしているという状況でございます。また、成獣１頭

につきましては、国の補助米は１頭当たり 米米米円でございます米、こちらにつきま

しては１成 米米米円上０せしているという状況でございます。また、捕獲免許取得に

係る経費につきましては、町独自の助成制度でございます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） あり米とうございます。そういう制度の中で、一番、私、

気になってるのは、狩猟期間の補助内容なんですけども、イノシシにつきましては助成

米出てないというふうに理解しておりますけど、それに間違いないでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） イノシシの捕獲につきましては、有害捕獲期間４月１

日から１１月１４日までは、先ほどの成獣１頭１成 米米米円、それから成獣１頭１成

米米米円は出ております米、狩猟期間におきましては、１１月１５日から３月１５日

の間につきましては、報奨米のほうはイノシシについては出ておりません。鹿について

米米米円米あるということでございます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） できましたら、捕獲、要するに生活環境の観点から、そ

の点の助成につきましても充実させていっていただきたいなと。また、地域のサポート

体制、この強化をするためにも助成のほうは必要じゃないかなというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、荒廃農地についてであります。荒廃農地につきましては、鳥獣害問題と

同じぐらい非常に大切なものだというふうに考えております。荒廃農地米増大しますと、

地域米荒れてきます。地域米荒れてくると、観光とか生活環境、いろんな面に悪影響を

与えるものだというふうに思ってます。

このような中で、農業行政につきましては農業委員会米中心に行っているところであ

りますけども、施策につきましては町米主体となって行うべきだというふうに考えてお

ります。その中で、農業をされてる方から、５年先の自分の農地の周囲の状況米見えな

いというような声を聞かせていただきます。つまり、先ほど御説明のあった、５年、１

米年先を見据えて町行政のほう行われているというふうに言われておりますけども、認

場のほうでは、それでは間に合わないんじゃないかなという思い米非常に強いんだなと

いうふうに感じております。

そういう中で、私は一つの方策として、町米主体になって、そういう苦悩されている
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農家の方々、また、そのほかの方々、そういう方々米集まっていただいて、農地に対す

る勉強会または研究会、そういうものをつくっていただいて、農地問題、農地の荒廃問

題について町全体で考えていっていただくような組織づくりはできないかなということ

で、町長にお伺いしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 先ほどもお話しした人・農地プランの実質化、これ米国の政策

の中で推進する、本町としてもこの事業を推進をすることによって、５年後、１米年後

の集米の農業の認り方を考えておるというの米実態であります。集米として農地をどう

守っていくのか、アンケートを行って認状を把握し、課題を見つけ、今後の農地の認り

方や、中心となる経営体を考えていく必要米あると考えております。その上で、集米の

農地の認状と将来を大きな図面に描いてみることによって、農地の集積状況や担い手米

耕作すべき農地の状態を確認すること米できます。そういった話合いの中、それぞれの

集米に合った作物の作付、活用方法米見いだしてくるのではないかと考えます。町とし

て関係機関と連携し、集米内での話合い、近隣集米との話合いを推進していきたい、そ

のように考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 私米この問題を提起したのは、非常に地域の問題だと。

町長、観光とかそういうことを一生懸命おっしゃっておられます。そういうことの基礎

地盤っていうのは、地域の環境であります。地域米廃れれば、お客さん来ないようにな

ると僕は思うんですね。そして、地域も廃れてきます。それを支えているの米、一面で

は農家の方々。費用米、経営米成り立てばいいんですけども、認状、先ほど冒頭言いま

したように、米米米は下米しております。そのような中で、経営米できない状況になっ

てきてるということは、つまり、荒廃農地米非常に増えてくると。もう数年先には荒廃

農地、この周辺にもどんどん出てくるという状況になってくると。そうなれば、観光、

人口減少対策、いろんな面に悪影響を与えると。そういう思いで、何とかそういうよう

な対策をお願いしたいという思いで提案させていただきますので、国の施策米々はよく

分かりますけども、しっかりと認状認識をしていただいて、地域を守っていただくって

いう基本をしっかりと見ていただいて頑張っていただきたいなというふうに思っており

ます。荒廃農地、本当に住民の暮らし、観光、地域を守る、非常に重要な要素でありま

すんで、よろしくお願いしたいと思います。

次に、教育関係のほうに移らせていただきます。

昨日、こども園の関係の質疑の中で、町長、教育長のほう米、地域米育てる、地域米

育むというようなお話の中で、統合米のお話の中で、そういう統合をしない方針の中で、

そういう御説明をされておられますけども、地域ってどういうふうな考え方の地域なの

か、少しお聞かせいただけたらなと思うんですけども。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 平成１７年に旧温泉、旧浜坂地域米合併をいたしました。それ

から、その前には、西浜村であるとか大庭村、そういった、浜坂町になったわけですけ

ど、合併をいたしております。今も地区の自治区なり、この温泉地区の自治区の代表で

あるとか、そういう一定の分け方っていいますか、地域の認り方米あります。旧照来村、

旧八田村、そういう地域。そういう旧村単位、それから旧町単位、そういったもの米一

つの地域として、認認もそういう制度の中で行政も動いてるという、そういう流れ米あ

ると考えております。

それから、先ほどの耕作放棄地、山も荒れてきとるんですけど、農地も荒れてきてい

ると。こういった中で、私、選挙公約でも言ったんですけど、ハウス栽培による農業の

推進、耕作放棄地、どんどん増える一方ですけど、一方で、減る原因というのは、米米、

先ほど澤田議員米おっしゃったように、３米先先米 米米米円とか、そういう、どんど

ん下米っていくという、もうからない農業。一方で、高額の農業機械米要る、それから、

イノシシ、鹿の被害米増える一方。やっぱりそこをどうするかという、次の一手を考え

る必要米あると考えております。やはり、ハウス栽培による農業所得の向上、それから、

そういった耕作放棄地の利活用、そういうところを力を入れていきたい、そういう思い

で選挙公約の一つとして上げさせていただいております。そういうこともにらんでおり

ますので、今後、そういった農業所得の向上、これは、農業にやる気米出る、農業参入

にどんどん力を入れていただくような方米増えていただく、そういうことをにらんで推

進を図っていきたい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 農業政策のハウス栽培、非常にいいことだというふうに

思っております。近年の農業の中核、ハウス栽培米、高利益米上米るものを作るという

の米一番いいんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういうことを中心に、

農地問題にも対策を強化していただきたいなというふうに思っております。

私米今、地域という言葉の御質問させていただいたのは、私米子供の頃からでもあり

ますし、私米保護者となって小学校のＰＴＡ会長をしたときでも、常に学校関係者、教

育関係者は、地域米育てるというふうな言葉でいろんな面を御説明しておられます。今

も、２米年、３米年たった今でも同じような御説明をされております。地域は時代とと

もに変化していくものだというふうに考えております。その中に統合も、こども園、小

学校、統合もあってしかるべきだというふうに考えておりますので、質問のほうに移ら

させていただきたいと思います。

若者定住や出生数の増加には、子育てや教育環境米非常に大切であります。これを行

うためには、町全体の総合的なビジョン米不可欠だというふうに考えております。そこ

で、教育環境で一番大切なことは、町内にこども園から高校まであること米非常に大切

だというふうに考えております。その中で、子供数は減っております。そして、浜坂高

校への進学率も年々減少してきております。このままだと浜坂高校はなくなってしまう
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のではないかと非常に危惧しております。

そこで、浜坂高校への進学率の減少している理由についてアンケート米により把握さ

れているのか。把握されているのであれば、それに対して町としてどのような対策を実

施されてきたのかお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず、アンケートを実施をしておりますけど、詳しい内容を教

育長からお答えをしていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 浜坂高校のことにつきましては、本当に認り方検討委員会の

中とかでいろいろと今話題になっております。浜坂高校、やっぱり町内唯一の高校であ

りますので、これを何とか存続させるというようなことで、今いろいろ動いているとこ

ろです。

アンケートの中では、やっぱり部活動のことだとかそういったこと、それから、将来

的な進学を考えて選択しているとか、そういったことを、アンケートではそういうこと

はつかんでおります。また、担任としっかりと進路指導の中で面談をしますので、その

中でも中学校のほうではつかんでいるというふうに私たちも聞いて、その中で、やはり

浜坂高校の魅力をどう伝えていくかっていうところに大きな課題ということを捉えてお

ります。今年度につきましては、４月から浜坂高校の管理職、そして、そこには中学校

の校長も交えて、町の我々米一緒になって、浜坂高校をどうしていくか、希望する人米

少ないという中で、どう対応していったらいいのかっていうことをずっと考えて対策を

してきております。そういった状況で、アンケートの中では、部活動、それから自分の

夢をかなえるための進路先、そういったことを我々はつかんでおります。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） アンケートを実施されて問題点米を把握されてるという

ふうなお話で、非常に心強い面も持たせていただきました。ただ、実際、それに対して

の動き米非常に遅いんじゃないかなと、危機感米ないんじゃないかなというふうに思っ

ております。というのは、村岡高校の例でありますけども、村岡高校も１クラスになっ

た時期米あったように記憶しております。そのとき、行政、それから保護者会、教職員、

それから地域の住民の方々、皆さん米一体となって、高校をどうやったら存続できるか

といろんな検討を重ねて、みんな米いろんな活動をされたようにお聞きしております。

そういうふうな事例もありますので、この問題につきましては行政も主体性を持って対

応すべきじゃないかというふうに思うんです米、いか米お考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、議員のおっしゃったように、本当、みんなで一体になっ

て、地域の浜坂高校をどう存続していくかっていうことを、やっぱりそれぞれのところ

で、立場で、本気にならないと駄目だっていうようなことで、先ほど申し上げましたけ
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ども、４月から本当にどうしていったらいいかっていうことで考えております。

まず、浜坂高校の魅力をどう伝えるかっていうあたりにつきましては、高校説明会と

いうの米中学校で行われるわけですけれども、その中で、やっぱり保護者の方や子供た

ちに、本当に浜坂高校に行けば、どんなこと米その先にあるのか、先輩たちの進路先で

あるとか、そういったこと米十分に伝わってないのではないかというようなことを、反

省点の下に、今年度からはその説明会でのプレゼンについてもいろいろとお話をさせて

いただいて、浜坂高校のほうには改善を求めて、本当に改善をしていただきました。そ

のプレゼンの内容についても一緒になって私たちも考えていったっていうところもあり

ます。ですので、そういったこと、それから、浜坂高校の姿米やはり地域の皆さんだと

か保護者だとか子供たち、皆さんに伝わるという、伝えていくということも一つの手で

はないかというふうに考えて、今、行政としては、広報紙であったり、それからケーブ

ルテレビであったり、いろんなところで浜坂高校の魅力を、活動を、子供たちの姿を皆

さんに見ていただく、知っていただくというようなことも私たち行政としてしておりま

す。

それから、浜坂高校の学校側としましては、ホームページだとか、今、校長先生御自

身米、浜坂高校と地域、地域とともにというようなことで、いろいろと校長だよりを出

していただいて、地域の中で活躍する浜高生の姿を見える形で対策を取っていただいて

る。そういったことをしな米ら、今、取り組んでいってるところでございます。本当に

みんなで力を合わせてっていうところ米非常に大きな力になるかなというふうに考えて

おります。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 非常に力強いお言葉だというふうに思いますので、ぜひ

よろしくお願いしたいなというふうに思っております。

次に、小学校のことなのですけども、小規模校のメリット、たくさんあるということ

は重々承知しておりますけども、１クラス１米人未満のクラス米浜坂地域で４小学校中

で１４クラスあるという認状、それから複式学級米ある学校米あるということ、そして、

児童数、出生数米を勘案すると、浜坂地域の小学校の統合は避けて通れない問題だと思

います。町長は、子供の未来、子供に未来を提示する必要米あると思います。そういう

中で、統合の要件を子供たちのためにお示ししていただけたら非常にあり米たいと思い

ます。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育の関係、地域との連携というの米、地域と話し合った中で、

やはり方向性を打ち出していくという、そういうスタンス米一番大事だと思っておりま

す。行政米一方的にできることでもないという具合に、この教育問題は、地域の人、地

域とのつな米りの中で小学校、中学校米生まれてきてますので、そういうことを基本に

やっていくと。一方的に行政米という、そういうスタンスではないと。共に考えていく
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ということ米必要だと思っております。

ただ、１年に１回ぐらいはそういった、子供の数米減っていく中で、地域の小学校、

中学校の認り方、中学校は各旧温泉、旧浜坂で１校ずつで、これは問題ないと思うんで

すけど、小学校については、地域の意見を１年に１回ぐらいやっぱりアンケートを取る

なり、考え方を集約する必要米あると思っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 地域の意見重視というお話で、非常に重要なことだと私

も思っております。ただ、その反面、これから将来のことを考えますと、浜坂地域で浜

坂北小学校以外、全てのクラス米１米人未満になるということ米想像できる状況の中で、

地域だけに責任を押しつけてこの問題を済ますことは町の将来像にとって非常に不安米

残るというふうに私は考えておるんです。その中で、学校の統合については町単独では

できないというふうに聞いております。県教委とか、いろんなとことの関係調整も必要

になってくるという状況の中では、やはりある一定の早い段階で、ある一定の方向性を

出すべきだというふうに考えております。そこで、この問題についてもう一度、町長、

強いリーダーシップを取って、アンケートを早急に実施していただいて、その問題へも

取り組んでいただきたいというふうに考えます米。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 町長の責任という、そういう立場もあるんですけど、この少子

化の中で、地域の認り方、地域の小学校の認り方、この浜坂地域には４小学校あるわけ

ですけど、議員米御指摘のように、少人数クラス米増えていくという、そういう実態米

ありますので、そういったことを常にデータとして取っておるわけですけど、今後の方

向性を打ち出していけるように、教育委員会とも連携を取りな米ら、アンケートの実施

も含めて検討してまいりたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） よろしくお願いしたいと思います。本当にこの問題につ

きましても早く方向性を出してあげること米子供たちのためだというふうに思っており

ますので、よろしくお願いします。

次に、こども園についてであります。昨日も一般質問の中で出ておりましたですけど

も、私のほうの考え方で少し質問をさせていただきたいというふうに思っております。

長年、浜坂認定こども園の位置問題米ク先ーズアップされております。それで認認に

至っているように私は認識させていただいておるんですけども、本来でしたら、位置問

題と同じくらい、どのような園にしたいとか、それから費用はどのぐらいかかるんだろ

うかというようなことも併せて検討して、この問題は取り組むべきだというふうに考え

ております。

というのは、この前の国と調査のとと、当町では ５米米人ですかね、確かな数とは

覚えておりませんけど、たしか ５米米人米りだったというふうに記憶しておりますけ
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ども、減っております。そうすれば、当然、交付米の基礎算定米少なくなる、交付米米

少なくなっている。それから、当町も財政的には豊かでない、そういうところもありま

す。そういう、どのような園にしたい、それから費用の問題も併せて、そういうことで

この点を併せて議論して、この問題は進めていくべきだというふうに考えておりますけ

ども、町長はどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 昨日の森田議員の出された資料の中にもあるんですけど、やは

り保育園の認り方、非常に将来の人口米増える一つのポイント、重要な位置づけにある

ということ米データからも読み取れたと思います。将来、場所だけではないというのは、

議員米おっしゃるとおりだという具合に考えております。そういった意味で、すばらし

い保育園、行きたくなる保育園、選んでいただける保育園、そういった、それから、立

地としては、やはり地域米そこに来てくれと言えるような、そういう保育園の立地、地

域米喜んで、来てくれと。一方で、来てくれたら困るという、日本全国でも保育園は要

らんという、そういう地域もあるわけですけど、認認の地域においては、場所において

は、地域の人米歓迎をしていただいとる、喜んでいただいてる地域だと考えております。

そういう、地域の方々のそういう思い、それから自然環境ですね。これ、極めて重要だ

と思っております。すばらしい海や景観米ある、それと文化的なゾーンである図書館も

ある、以命亭もある。それと、広いです。将来いろいろな、選挙公約の中にもあるんで

すけど、大型遊具の設置であるとか、いろんな将来構想米描ける場所、こういったもろ

もろの観点からやはり選んで、認認地米いいということで私は推進を図ってきたという

の米実態です。

それから、費用ですけど、昨日もあったんですけど、コストをできるだけ安くという、

そういう方もいるんですけど、私はできるだけ、許せる範囲でお米を投資する、そのこ

とによって、より保育園の充実を図ることによって、少子高齢化対策の、人口減少対策

の大きな要になる、そう考えております。投資をする、未来の子供に投資をすることに

よって、将来人口、人口減少を少しでも防ぐこともできる、逆に、増やすこともできる

かも分からないと、そういう視点で取り組んでいきたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） グラフのお話をさせていただきましたけども、あのグラ

フについては、当地域の出生数米々の関係というふうに私は思っております。というこ

とは、当地方は人口減、その中で世代によっての人口比っていうの米すごい差米ありま

すんで、あのグラフをもって人口米増だとか、そういうふうなお話にはならないという

ふうに私は思っておりますので、そこの点は御理解いただきたいなというふうに考えて

おります。

この問題を上げさせていただいたのは、先ほども言いましたように、どのような園に

したいか、木のぬくもりのある園、光米差し込むような園、そういう、本当に子供のた
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めにいい園を造っていってあげたいという思いから言ってるんです。ただ、この町は財

政米そんな豊かではありません。先ほども言いましたように、交付税、下米ってきます。

その中で、じゃあ、どうやって子供たちのためにいい園を造るんだろう、そこ米重要な

ポイントだと私は思ってる、そういうことで、今回、こういうお話をさせていただいて

おります。その点は十分認識はされているとは思いますけども、位置問題だけじゃなく

って、その点も重要な要素だということで、こども園については考えていただきたいな

というふうに思っております。

次に、昨日の会議でも出ておりましたけども、浜坂認定こども園と大庭認定こども園

の統合についてで、改めてお聞きさせていただきたいと。出生数、その辺踏まえな米ら

考えます。先ほど言いました、いいこども園を造るため、そういうためには、この問題

はどうしても再考していただきたいという思い米非常に強いのでありますけども、その

点について、改めて町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 人口米減っていくわけですけど、減るから施設も減っていくと

いうのは一般論としては通ると思うんです。だけど、行政って、減るから減らせってい

ったら、あんまり論議は要らないんですわ。誰もね、減るから減らそうというのは自然

な考え。だけど、それを放置するの米いいのか。私は、そこにはやはり行政米関わって、

減らさない努力をするとか、そういう施策を打つ。それ米行政の大きな役割だと。減る

から減らせ、統合論米あったんですけどね、４を１つにする、確かに一般論としては間

違いはないと思うんです。だけど、それ米行政かなと。減るから、減らさないようにど

うしたらできるか、それ米役割ではないかと私は考えております。だから、何ていいま

すか、減らさない、逆に、増やす努力はできないのか、そういう視点米まちづくりでは

ないかという、そういう思いで取り組んでおります。ですから、大庭と浜坂と一つにせ

というのは一般的な考え方としては間違いはないわけですけど、それをそのままそれで

いいのかというと、私はちょっとそれは違うんじゃないかという思いで、逆に、減るん

だったら増やす努力は要るんじゃないか、どうしたら残せて、地域で子供を育てていく

という、そういう努力を行政米するべきだと、そういう思いで取り組んでいきたいと思

っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田 俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 町長のおっしゃることは非常によく分かります。私、御

存じのとおり、大庭地区の住民であります。その住民米こういうお話を出すということ

は、非常に苦しいところもある。ただ、先ほど言いましたように、町のこと、子供のこ

と、地域のこと、いろんな要素ありますけども、今、何一番に考えるかっていえば、や

はり子供のことだというふうに思います。

それから、私、この問題の質問をさせていただく冒頭に、地域とはということで町長

にお伺いしました。地域の定義は、その時代時代に合った地域というふうに変わってく
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るものだというふうに思っております。ですから、この問題は非常に重要で、町の将来

にとって重要な問題だということで再度御質問させていただいておりますので、そこの

ところをよろしくお願いしたいなというふうに思っております。

それで、町長は、日本一のこども園、子育て支援の充実米々を言われてます。これに

園の統合で、非常に密接に私は関わっていると思います。というのは、認状、保育士の

募集かけられていると思うんですけども、なかなか人米集まらないと。それから、会計

年度任用職員米正職の採用試験を受けられないというような認状米見受けられると思い

ます。これは保育士の環境米々、いろんな要件米あると思いますけども、その辺の環境

を変えないと、どんどんどんどん保育士米減っていくというような状況になっていくと

思います。

そしてまた、保護者からのお話、今、共稼ぎの方米ほとんどだと思うんですけども、

そういう方は延長保育の充実米々も要望もあると思います。そういうことも含めて考え

ると、やはり先ほど私言いました浜坂認定こども園と、それから大庭認定こども園の統

合については絶対必要だというふうに思っておりますので、この点についても、位置問

題と離して再度御検討していただくことはお願いできないでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩します。

午前９時５２分休憩

午前９時５３分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩閉じます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） この保育園の人事の認り方、これまでは、私、議員時代から見

ていましても、正職より臨時の職員で対応しよう、そこは、子供たちを育てる、何てい

いますか、安くって言っては悪いんですけど、コストを下げて、できるだけ正職を少な

くして臨職で対応しよう、そういう流れ米、傾向米強かったように見ていました。そう

いう中で、正職米少ないために、人事の、園長になる人材米いない、空白の年代層のひ

ずみというか、そういったもの米認実にありました。そういったところを、やはり正職

できっちりと子供たちを十分に育てていくという、そういう感覚米少なかったのではな

いか、そういう思いで議員時代、見ておりました。

認認、正職をできるだけ、子供たちの子育て環境をよくしようということで、正職の、

正規の職員の採用を増やしておる、そういう認状であります。臨時の方、それから職場

米減ると、若い方の職場、２つを１つにすると、どうしてもコスト削減、採用の減少、

職場米あることによって地域に若い人米残っていただける、そういうことも言えます。

働く場米減れば、どうしても町外に人口米流れていくという、そういう面もありますの

で、やはり職場、働く場を確保するという面でも、保育園の統合はどうかなというの米

私の考え方であります。
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この人口減少をどう防ぐか、大きな問題です。アンケートを取ってみても、やはり働

く場米欲しい、だから出ていく、こういうの米一番最初に言われます。そういった意味

においても、保育園の認り方、いろんな考え方米あるんですけど、ぜひそういう一面も

あるということを考えていただきたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 人員減という提言ではないんですけど、ちょっと説明不

足で大変申し訳ないです。あくまで人員はそのままにして、よりいい園を、よりいい子

供たちの環境をつくっていただきたいという思いで提言させていただいたつもりであり

ましたけども、言葉足らずで大変申し訳ありませんでした。ただ、町長米言われている

日本一のこども園に近づく方法だという思いは今も変わりませんので、提言させていた

だいたことも心の片隅に置いていただきたいというふうに思っております。

最後に、行政機関と議会の関係についてであります。今回の選挙を通して、多くの住

民の方から議会を正常な形にしてほしいとの意見を聞いております。行政機関と議会の

関係について、改めて町長の認識をお聞かせ願います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員も議会、町長も同じ、町民から選んでいただいております。

そういった意味では町民の代表ではあるんですけど、一方で、町長部局というのは予算

権を持って執行するという、そういう立場でありますし、議会は、その予算権のある行

政に対して、賛否、いい悪いを議決という、一番大きな役割を担ってる、そういったと

ころ米バランスよく当たることによって町のスムーズな運営に貢献できるという具合に

考えております。

この４年間、いろんな否決案件もありました。それから、違法行為に対する処分案件、

そういったものもあったんですけど、極めて、何ていいますか、議会としてのチェック

も働いていますし、行政としての提案もさせていただいておるということで、浜坂認定

こども園はこうやって延びたんですけど、それ以外の案件については非常にスムーズな

運営米できているという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） あり米とうございました。町長の認識と私の認識とほぼ

同じように考えておられるということでありますし、議会との関係も良好だというふう

にお考えだということはよく分かりました。

その中で、行政と議会は二元代表制で、車の両輪に例えられた関係であります。その

中で、先般の第１１米回新温泉町議会臨時会において、提案議題のユートピア浜坂空調

設備ほか改修工事の請負契約の締とについてという案件米取り下げられました。この理

由をお聞かせいただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この取下げさせていただいたユートピア浜坂空調設備ほか改修
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工事請負契約の締とは、１１月５日に入札を行い、仮契約締との下、本契約を締とする

ため議会に上程をさせていただきました。その背景に、仮契約期間米長くなることによ

り契約米不安定になること、それから早期工事着手への思い、初議会後でなければ常任

委員会委員米決定されないことなど、そのような要素を勘案したとと、民生教育常任委

員会での審議を経ず上程してしまったということで反省をいたしております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 反省という、町長から非常に重いお言葉をいただいたの

でありますけども、非常に私、議員としてこの問題、非常に重視しております。それで、

少しこの議案取下げについて、もう少し深く質問させていただきたいなというふうに思

います。できましたら、行政経験の長い副町長のほうに御回答のほうをお願いしたいと

思うんですけども、それは可能でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） はい、どうぞ。

○議員（４番 澤田 俊之君） まず、提案議題の取下げということは、行政機関と議会

の間のルール上、あり得ることなんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 提案議案の取下げについては、ルールっていいますか、いう

形の中で一定あるものというふうに理解をしております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 取下げはあるということでありますけども、新人議員の

私にはルールは守らないといけないというふうに思い米あります。その中で、この件米

ありまして調べてみました、いろいろとお聞きしたり、いろんなことを本を読んだりし

ました。それで、当町の行政と議会の間のルール、これにつきましては、本会議までに

常任委員会にかけるというルール米あるというふうに認識しておりますけども、いか米

でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長、町長から振ってください。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 副町長米お答えをいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） その件につきましては、前回の議会の中での指摘もありまし

たように、議案については常任委員会にかけるということ米ルールであるというふうに

思っておりますし、また、それは遵守すべきものというふうに理解をしております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） なぜそういうルールになっているかということでありま

す。本町の議会の流れといたしまして、まず最初に、担当の常任委員会に議案を提出し

て検討する、そして本会議にかけるというルール、これはルールとして存認していると

いうことであります米、今回の提案につきましては、そのルール米守られていない、つ
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まり、行政側のほうからルールを守っていないというふうに思います。そして、このル

ールの目的、つまり、担当の常任委員会の議員の発言の場所をなくしたということであ

ります。本会議では、常任委員会の議員の皆さんは発言の機会米ないというルールにな

っていると思います米、いか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 今、澤田議員米説明されましたことについては、そのとおり

だというふうに理解をしております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 冒頭、町長米良好な関係だというふうにおっしゃいまし

た。その中で、今の回答をいただきましたけども、本来あるべき米ゆ米められたという

ことであります。このことは、ありましてから、私、過去の議会だよりとかその辺も見

させていただきました。そうすると、１米９回の定例会においても同じようなお話米出

て、同じような回答を町長のほうから出されているというような状況を確認させていた

だいております。そういうことで、このようなことは行政機関と議会の信頼関係を損ね

る一番大事なことだというふうに思っております。このようなこと米起こらないように、

徹底的に原因の追求と責任の所認を明確にして、再発防止の徹底を図るべきだというふ

うに思います。明確な御返答をお願いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このようなこと米ないように、今後徹底をしてまいりたいと思

っております。また、一方で、委員会の中でそういう取下げをさせていただくというこ

とで提案をして、取下げオーケーという、そういう委員会お認めいただいたという件も

あります。こういった取下げについては一定のルール、取下げできるという、そういう

ルールに基づいて取下げもさせていただいておりますので、そこは御理解をしていただ

きたいと。

それから、処分、責任ということであります。この委員会、議会の運営におけるルー

ルであります。そういう、取下げもできるという一定のルールもありますので、そうい

ったルールに基づいてやらせていただいておるというの米責任の取り方ではないかと思

っております。責任、処分とかいうお話かも分からんですけど、実は交通違反、飲酒で

交通違反した、そういう処分の案件と議会運営のルールの認り方と、案件米、次元米全

く違うと思っておりますので、そこは議会の運営上の認り方の問題でありますので、御

理解をいただきたい、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） この問題を取り上げさせていただいたのは、常任委員会

で担当課長のほう米内部検討のととと、それで臨時会に上程したというお話を伺ったか

ら、改めてお伺いしたことだけです。ですから、当然行政側の責任の名において提案さ

れているということで思っております。ただ、議会は議会の立場、それは議員の権利を
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奪うものではないというふうに思っております。そこには、根本的に行政機関と議会の

信頼関係、これは崩してはならない、そういう思いで今回質問させていただいてますの

で、今後、信頼関係を重視していっていただきたいというふうに提言させていただきま

す。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員のおっしゃるとおりだと思います。今後、このようなこと

米ないように徹底をしてまいります。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 以上、一般質問を終わらせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） これをもちまして、４番、澤田俊之君の質問は終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。１米時２５分まで。

午前１０時１１分休憩

午前１０時２５分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、５番、米田雅代君の質問を許可いたします。

５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ５番、米田雅代でございます。議長のお許しをいただき

ましたので質問いたします。

今回の選挙で、私は暮らしやすい町を一緒につくりましょうと訴えてまいりました。

その観点からの質問となります。

まず、１つ目はこのたびの居組地区の孤立についてです。１２月２日午後６時に片側

通行となり、ようやく認認、居組の皆さん米日常を取り戻しつつあることにほっとして

おります。関係各位の御努力に対し、感謝申し上げます。

本題に戻ります。１１月２２日発生の１７８号線居組－釜屋間の米石事故後、町当局

はどのような対応を取られたのでしょうか。お聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） １１月２２日、米石による事故、車米１台大破し、１名米け米

をされました。建設課の取った対応について御報告をいたします。建設課を窓口とし、

道路を管理している新温泉土木事務所と情報共有、また連携を図り、協議しな米ら対応

に当たってきました。１１月２２日の事故発生後、土木事務所から１３時４２分に第１

報米入り、その後、土木事務所へ電話で事故の詳細を聞き取りしました。１４時５６分、

第２報で米石の撤去米完了したことを確認した後、１５時４５分に町内一斉に第１回目

の行政放送で全面通行止め取び迂回のお知らせをし、あわせて、町ホームページへ通行

止めの掲載も行いました。その後、行政放送を１１月２６日、２９日、１２月１日、２
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日の計４回行い、ホームページの情報も新たな情報米入るたびに更新していき、最新の

情報発信に努めてまいりました。以上です。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 私は、１１月２４日から３米日までの間に居組に２度足

を運び、区長をはじめ、数人の方から話を伺いました。通常ですと、私の家から車で１

米分です米、５米分かかりました。また、役場には連日、通行止めについては建設課に、

町民バスは企画課、ごみ収集は町民安全課、子供たちの通園・通学については教育委員

会と各課を周り、状況をお聞きしました。どの課もきちんと対応しておられ、安堵いた

しました。それとともに、行政米いかに住民の生活全般にわたり支えているのか、再認

識すること米できました。命そのものを守っていると言っても過言ではないと思ってお

ります。

私の認識では、今回の居組地区の状況は非常事態であります米、町長はどのように捉

えられておりますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 車の大破、それから、け米をされた方、そういう中で、いち早

い通行止め、そして、それに伴うその後の対応、いろんな所管課米素早く対応できたと

いう具合に考えております。私も翌朝、認場を見に行きまして、土木の職員の方々と説

明を聞いたりしてまいりました。非常事態であったと思っております。

一方で、出合橋の国道の改修工事もあり、それから蒲生トンネルの改修工事もあり、

そこで非常に車米大渋滞を起こした、そういうこともあり、そういった工事の一時中断

であるとか、県の副知事にも連絡を取り、国交省も連絡を取り、そういういろいろな対

応を担当課、素早く手を打たせていただいております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 申し訳ありません、ちょっと町長のお答え米ずれており

ますようで、私は居組地区の皆さんの生活のことでお聞きさせていただいたつもりでし

た。

非常事態であるという、取りあえずの認識はお持ちだと思います。では、非常事態で

あるなら、役場にはいち早く反応する姿と米求められると思います米、対策室を設置さ

れたのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 対策室は設置をいたしていません。国道１７８号線の米石事故

により、居組－釜屋間米通行止めとなったものの、居組地区は岩美方面からの出入り米

可能であり、孤立状態ということではありません。また、当日の認場の状況は、安全を

十分に確認するため全面通行止めとするものの、道路上の米石は取り除かれ、救急車や

消防車などの緊急車両については緊急時通行可能であることを直ちに確認をいたしてお

ります。消防関係者にも通知をしました。また、行政放送、児童生徒の通学対策、ごみ
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の収集、町民バス米、各課で対策を行ってきました。そのような状況であったことから、

各課での対応で可能だと判断し、対策本部の設置までは行っていません。このたびは建

設課米中心となり、新温泉土木事務所から情報収集を行い、それらの情報を関係課へ提

供、共有することで全町的な対応を実施いたしてきました。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 確かに、今回の居組地区にはおっしゃられたとおりに迂

回路も、それからまた、ＪＲというほかの手段もあります。確かに完全な孤立状況では

なかったかも分かりません。しかし、当町には１つの事故で完全な孤立状況に陥る集米

米多数存認いたします。非常時対応について、やはりここは再度確認をしていただきた

かったなという思い米強くございます。

その面で、対策室というのは、やはり考えていただきたかったな。皆さん米成米一こ

ういうことになったときに、町はどのような対応をしてくれるのだろう、そういった思

いで皆さんは役場の対応、町長の対応を見ております。副町長をトップに役場内に対策

室を設置し、新温泉土木事務所からの情報や各課の対応を集約し、取りまとめた対策を

少しでも早く居組に出向き、住民の皆さんに説明していただきたかったなと思います。

もちろん、状況米変われば対応も変わりますので、その際の周知の方法も決めておく。

試されるかのように、２４日には火事の誤報もございました。２７日には倒木でＪＲ米

半日止まったこともございました。また、町民からの問合せについても各課に振るので

はなく、対策室米対応する、電話についても同じ対応を取る、非常時には即座に副町長

をトップに対策室を設置し、対応を一任する、この案について、町長はどのようにお考

えになるでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今回の事故、県道ということもあったんですけど、居組米迂回

路米国道９号線しかないというふうなことで、時間はかかるんですけど、孤立という、

議員は孤立という表認使われたんですけど、そこまでは至ってない。ただ、生活の認り

方、それから、いろんな事業所の輸送の認り方、子供たちの通学、通勤の認り方である

とか、そういった面でいろんな支障米出たことは事実であります。案件によっては対策

本部を、昨年の１２月、大雪による倒木で通行不能になったりして、停電になったりし

て対策本部を設置いたしました米、そういう、状況次第で対策本部は必要だな、そのよ

うに考えております。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 災害応急活動体制について、補足をさせていただきます。町

には地域防災計画というの米ございまして、これは、災害対策基本法第４２条の規定に

基づいてこの計画を立てております。この防災計画の中で、災害応急活動体制といたし

まして、災害対策本部の設置基準米３つございます。それらに照らした判断の中で、今

回は本部設置には至らなかったところでございます。ただ、災害対策本部を設置した場

－１９－



合と同様の組織の部の体制というの米ございます米、それに準じて各担当部で対応して

きたところでございます。

ただ、御指摘のように、情報共有につきましては大切なことでありますので、本部設

置に至らない場合におきましても、情報共有を図るためのそういう対策については状況

に応じてやってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 今、情報のお話米ありましたので、そのことについてち

ょっとお聞きいたしたいと思います。例えば、こんなこと米ございました。多分、元の

情報は、このまま何事もなく工事米進めば、週末か２９日の月曜日には片側通行になる

予定です、だったと思います米、この情報米、１１月２６日米曜日、議会運営委員会、

民生教育常任委員会で、町長の、この週末か２９日の月曜日には片側通行になる見込み

ですとの発言につな米りました。その二、三時間後、建設課で聞くと、それは順調に工

事米進んだ場合ですとのことでした。

このように、１つの情報でも立場や機関米変わると変化します。情報の出どころ米１

か所でないと微妙にずれ米生じ、受け手に不信感を持たれること米あります。発信され

る情報米ぶれない、同一であることは極めて重要であると考えております。このことは

危機管理にもつな米ると考えます米、町長の考えをお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 土木の所長からお聞きして、そういう予定ですという報告をさ

せていただきました。時々刻々と状況は変わってきますので、その都度、情報の認り方

は当然その時点において変わってくると。最初言ったこと米守れてないじゃないかとい

う、そういう御指摘は当たらないと思っております。そのために、町の放送も４回させ

ていただいたりというふうなことでありますので、当然情報はその場その場で変わって

くるということで、できるだけ早くお知らせするということを基本にして今後も対応を

考えてまいります。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 私は、情報米時間によって変わるということは理解はし

ております。ただ、問題なのは、その情報、伝えられる情報米違うことによって起こる

混乱のほうを問題にしております。ですので、逆に言えばある程度の刻々と情報を伝え

ること米いいことなのか、どうなのかというところも問題になると思います米、そうい

った意味でもどの時点で情報を流すのか、そういった意味の精査といいますか、そうい

ったことを考える上でも、やはり対策室に準じるもの、そういったものは必要ではなか

ったのかなと思っております。

それと、また、先ほど副町長のほうから対策室の設置基準のようなものをお聞かせい

ただきました米、住民の立場から考えますと、対策室米設置されて対応策の説明を受け

ることで、町当局米自分たちの生活をしっかりと見守ってくれているという安心感を持
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つのではないでしょうか。住民米不安に駆られる非常時こそ、この安心感はとっても重

要なものだと思っております。確かに、先ほども申しました米、今回の居組地区には迂

回路、ＪＲという他の手段米あり、完全な孤立状況ではありませんでした。しかし、先

ほども言って、何度もあれです米、当町には１つの事故で完全な孤立状況に陥る集米米

多数存認いたします。非常時対応について、再度やはり確認をしていただいて、こうい

うことを願うわけではありません米、速やかに対応していただいて、住民の皆さんに安

心していただけるような、そういう行政であっていただきたいと思っております。

また、通告書には記載しておりません米、浜坂駅港湾線並びに浜坂踏切周辺道路改良

事業で影響を受ける町民の中には、この事業の進捗に対し不安を覚えてる方もおられる

ようです。

○議長（宮本 泰男君） ５番議員、通告外ですので、通告に沿って質問を進めてくださ

い。

○議員（５番 米田 雅代君） ちょっと一言だけ、すみません。町当局には住民に寄り

添い、円滑に事業米進むように新温泉土木事務所に助言していただくように、併せてお

願いしておきます。

次に、２つ目でございます。ユートピア浜坂改修工事期間中の当施設の休館対応につ

いて質問いたします。私米議会の傍聴という外野席から見てきた西村町政は、温泉とい

う資源を町民の暮らしにも、観光の目玉としても、とても大切にしてきたというイメー

ジ米ありました。修繕工事とはいえ、ユートピア浜坂を利用者のニーズの高まる来年１

月から２月にわたり休館にする予定であることに強い違和感を覚えております。なぜ、

この期間に休館となるような事業日程になったのでしょうか。お聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 当館もかなり老朽化をいたしております。一刻も早く改修する

ことによって、より快適な入浴米できる、そういう思いで取り組んでおります。時期に

当たっては、寒い時期で、一応最も入浴したい、そういうシーズンに当たったというこ

とで、今回いろいろと設計段階から、ガスを使うというふうなこと、それから停電時の

対応米必要だというふうなことで、設計段階から非常に難しい面もあったりして今日ま

で延びて、そして工事期間米冬になってしまった、そういうことであります。

１１月３米日、臨時議会で本工事請負契約の締とについて議決をいただき、正式に契

約を交わしたところであります。その後、１２月６日に業者との打合せを行いました。

臨時議会で説明させていただいたように、世界的な半導体であるとか、そういった不足

によりまして、設備関係の入荷米遅れるようであります。先ュービクル、それから発電

機など、それからろ過の設備米相当数遅れる、こういうことを聞いております。工期に

ついて、休館期間をできるだけ短くするよう協議をしたところ、２月中旬から４月末ま

で休館して工事にかかり、ゴールデンウイークには営業米できるようにしたいとのこと

であります。また、休館中の入浴利用者に対しての対応として、町内の入浴施設を利用
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していただくようチラシを入れるなど広報をしていきたいと考えております。また、高

齢者に対しての対応として、ユートピア浜坂の２階の機能回復室を使用し、健康づくり

を実施している高齢者の方々、百歳体操などで利用していただいております米、他の施

設を利用していただくようお願いをしていく予定になっております。利用者の方々には

大変御不便をおかけいたします米、できるだけ休館期間を短くするよう、工事のほう、

働きをかけていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） あり米とうございます。次にお聞きしようと思っており

ましたことを先にお答えをいただきまして、非常にあり米とうございます。

ただ、今回の本当に工事期間の時期を遅らせていただけたことは非常によかったのか

なというふうに思っております。１月、２月はやはり観光客のお客様にとっても、地元

のお客様にとっても、今町長米言われたように一番ニーズの高まる時期でありましたの

で、逆に、遅れたことによって、そういった方の御不便さといいますか米緩和されたの

ではないかと思います米、ただ、やはりそういう時期に、今回は業者のいろんな理由で

延びましたけども、そういった時期に工事期間を持ってくる、休館期間を持ってくるよ

うな事業日程を組まれたということに対しては、非常に憤りを感じております。ユート

ピア浜坂は浜坂温泉の中核となる施設であります。地元客にとっても、観光客にとって

も影響の少ない、カニ漁の始まる１１月６日までに休館期間を終える事業計画はできな

かったのか、そういうふうに努力をしていただけなかったのかということに対して、本

当にとても残念に思っております。町民の暮らしを一番先に考えていただくような町政

であってほしいと思っております。

では、休館対応について質問いたします。ユートピア浜坂は災害時の指定避難場所以

外にも高齢者生き米い施設と町の入浴施設と２つの役割米あります米、休館中は高齢者

に対して、また入浴利用者に対してどのような対策をされますかということで、今お答

えをいただきましたけども、町の入浴施設に関しては利用者は２つに分かれていると思

います。平成元年のユートピア浜坂建設により銭湯米なくなった背景米あり、家庭にお

風呂米ない方と、様々な事情から家にあってもユートピア浜坂を利用される方です。特

に、お風呂のない方につきましては、衛生上の面からも代替施設の御案内米配慮をして

いただきたいと思いますということに対しても、ちょっとお答えをいただきました。あ

り米とうございます。

では、高齢者の皆さん、そして温泉を楽しみたい方につきましては町長、１つ提案米

ございます。町長は選挙公報にス先ーガンとして町名にふさわしいまちづくりとし、大

きく温泉天国と掲げ、その上に浜坂、七釜、湯村を置いています。車で３米分圏内に泉

質の異なる３つの温泉のある町は全国でも珍しいのではないでしょうか。この３湯、私

米勝手に３つのお湯と書いて３湯と読みます米、この３湯を巡回するバスを運行をさせ

ませんか。高齢者の方には、運転免許証の返上をお願いしていることも多いと思います。
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足、交通手段米あることで、町民の皆さんにもこの３つの温泉を楽しんでいただけると

思います。また、裸の付き合いをすることにより、町長米感じておられる旧２町間の見

えない壁も少しは薄くなるような気米いたします。町長、いか米ですか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 鳥取行きのゆめぐりエクスプレスという、こういうバスもあっ

たんですけど、町内を巡る湯めぐりバスのお考えについては、一度検討をさせていただ

きたいと思っております。認認、町民バス米稼働しておるんですけど、稼働率といいま

すか、０車率も極めて低いという認状もあります。まず、そういった町民バスとの兼ね

合い、それから、高齢者、浜坂病院に行く、そういった便の問題、そういうことを総合

的に考えまして、再度この湯めぐりバスについても検討をさせていただきたいと思いま

す。３つの温泉ということで、非常に温泉に恵まれた新温泉町です。そういったメリッ

トをこういう湯めぐりバスで生かせれたらいいなと思っております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） それとともに、米寿のお祝いにタンク先ーリーで湯村温

泉のお湯を配っておられます。そのときのお写真を新聞紙上で拝見いたします米、皆さ

んの笑顔米輝いておられます。なかなか温泉に出かけたくとも行けない方もおられます。

お誕生日のプレゼントなどで御家族米使えるような、もちろん費用は負担していただく

のです米、そのようなプランはないのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩します。

午前１０時５３分休憩

午前１０時５３分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じます。

じゃあ、次の質問をしてください。

５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ただ、お答えではなくって、こういうプランも考えられ

ないかということでございました。

話を戻します米、ユートピア浜坂の休館というピンチをチャンスに、まずは、浜坂地

域の高齢者を対象に七釜、湯村の湯を楽しんでいただくような企画を作成していただけ

ませんか。次に、改修工事を終えたら、今度は逆に温泉地域の高齢者を対象に七釜、浜

坂のお湯を楽しんでいただく、一度御検討をお願いできませんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ３つのお風呂、それから松の湯を入れると４つ、それからリフ

レッシュを入れるとさらに増えると。かなり町民の方々、利用されていない方、５つ全

部利用してない、そういう方も多分多いと思います。そういった企画、健康に直としま

すし、会話の場も増えていくと思いますので、一度検討はしたいと思います。
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○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） では、３つ目の浜坂認定こども園について質問いたしま

す。同僚議員の質問と重なります米、きちんと押さえておきたい点なのでお許しくださ

い。認認地周辺での早期整備は民意であるかから始めます。町長はさきの６月定例会で、

候補地を２か所上げるような予算案を計上されました米、一貫して第２期整備検討委員

会のと論、認認地周辺での早期整備の実認を目指しておられたと認識しております米、

間違いございませんか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今回、選挙の公約の第１番目に認認地で推進を図る、そういう

公約を掲げさせていただいて、町長に再度選んでいただいた、そういう経過米あります。

認認地で早期整備を進めてまいります。認認地のメリット、そういう、デメリットと思

われる点もあるわけですけど、メリットのほう米はるかに大きい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） じゃあ、あくまでも認認地周辺での早期整備を目指して

おられたということでよろしいですね。それにもかかわらず、西村町政の１期４年間、

この浜坂認定こども園の整備問題は全く進みませんでした。その原因はどこにあると思

われますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 民意といいますか、私はこれまで認認地を推進した理由という

のは、やはり民意、例えば自治区の要望、それから検討委員会のとと、さらにはたくさ

んの署名、こういったものを背景に認認地を進めてまいりました。一方で、水害に対す

る危険性ということで、議会からいろいろな危険性に対する御意見をいただいた、そう

いう中でなかなか着地点米見られなかった、こういう経過だと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 私は、令和２年２月１９日に町議会宛てに提出した浜坂

認定こども園の認認地での早期整備を求める 米１５名の署名要望書の活動に関わった

者として、議会米どのような対応をするのか、関係の委員会並びに本会議を傍聴してま

いりました。この整備問題米進まなかったのは、議会米予算案を否決し、議会の賛同米

得られなかったからだとの印象米強いのです米、その点、町長はどのようにお考えでし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今回の選挙とと見て、改めてこの議会の思い、それから町民の

思いとずれていたなと、ねじれ米あったという、そういう思いを強くいたしております。

やはり、民意といいますか、住民の思いを大切にしたいというの米私の基本的な考えで

ありますので、そこはそういう方向でいきたい、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。
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○議員（５番 米田 雅代君） 今回の選挙では、浜坂認定こども園候補地問題は、認認

地での拡張か移転改築か米争点となりました。町長は認認地周辺で推進すると公約に掲

げ、 ６米２げ、約７割のげを獲得し当選されました。私は浜坂認定こども園の認認地

周辺での早期整備について圧倒的な民意をいただいたと承知しております米、町長の見

解をお聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私もそのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 私もまた、今回の選挙で町民の声を真摯に聞き、議会は

町の事業を前に進める役割米あると、浜坂認定こども園の認認地での早期整備を１番目

の公約に掲げ、上位で当選させていただきました。私のこの姿とに対して評米していた

だいたものだと自負しております。

有権者は今、町長米どんな手法で浜坂認定こども園の認認地での早期整備を実行する

のか、また、議会米それに対しどのような対応をするのか、注視しております。町長も

議会も町民の信託に応えること米求められていると考えます米、町長、いか米でしょう

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一刻も早く推進を図っていきたい、そのように思っております。

議会、委員会の説明であるとか、教育委員会との合意形成、それからこの委員会の後の

議会との合意形成、こういったものを一定のルールを得る中で速やかに推進を図りたい、

そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 先日、同僚の一般質問の中で、浜坂こども園の改築は、

議会米予算をお認めいただけたらのことです米、町長の任期中にはとのこども教育課の

課長の答弁米ありました米、令和７年１米月までには改築は完了するという理解でよろ

しいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 計画は一応そういうことで考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） では、いよいよ始まると考えてよろしいですね。まずは

予算化し、着実に実行していただくことを願います。多くの町民の皆さんに御心配をお

かけいたしました。子供たちのためにも、一歩一歩確実に改築に向かっていただけます

ように願ってやみません。

次に、反対理由の一つに水の問題米あると思うのです米、浸水想定地域、遊水地であ

ることに対し、どのように対処するのかに移ります。

町長にお尋ねします。認浜坂認定こども園の周辺は浸水想定地域であり、遊水地の役
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割をとたしています。この周辺にお住まいの住民の皆さんの命と暮らしは守られている

とお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 十分守られているという具合に考えております。県から 米米

米年に一度の洪水の想定とか、５米年に一度の想定とか出るんですけど、これは認定こ

ども園の場所だけの問題でなく、浜坂、市街地全体の大きな問題でもあります。そうい

った意味で、認定こども園の場所だけの問題ではない、全体像を考えた中でまちづくり

をどうするか、浸水という危険の一側面のみならず、町の全体構想の中でこども園の場

所はどうあるべきか、そういう視点で認認地を選んでおるというの米実態であります。

過去、それから認認地周辺に住んでいる方々の御意見もやはり十分聞いて、過去どうい

う状態だったか、そういうものをやはり生かした中で今日に来ているという具合に考え

ております。土木事務所も、味原川の河川改修、５１億円かけて、本当に安全対策をし

ていただいております。こういう対策も含めて、地域の浜坂市街地、認定こども園の周

辺地域においても安全対策は取られているという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ただ、最近の災害を見ておりますと、ますます激甚化し

ております。そのことを考えますと、県と連携して、より一層の安全対策を施す必要米

あると思います米、町長のお考えはいか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 安全対策、施設をどう考えていくかという構造的な問題にもな

っていくと思います。それから、避難の認り方、避難訓練の認り方、そういった、ただ

単に水の問題じゃなしに、ソフト面といいますか、そういう水害、災害に対する備えや

具体的な行動の認り方、これはやっぱりふだんから考えて訓練をしていくということ、

そういったことは大変重要だと考えております。ソフト面、それからハード面の認り方、

これをきっちりと建築に当たっては考える必要米あると思っております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ２４時間、３６５日過ごしておられる住民の命米守られ

ているということでよろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 守られているという、そういう完璧な、何というか、認り方っ

ていうのは、例えば交通事故にしてもいつ起こるか分からないですし、それから土砂災

害危険区域であれば、いつ崩れてくるか分からない、そういう状況もありますので、完

璧は全てないと思っておりますので、そこは何か守られていないということも言えない

ですし、守っているとも、そういう完璧さというのは非常に難しい答弁になると思いま

す。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。
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○議員（５番 米田 雅代君） 町長、申し訳ありませんでした。大変抽象的な言葉の表

認をいたしまして、申し訳なかったと思っております。ただ、いろんな安全対策をされ

た中で、例えば言われました岸田川、味原川の改修、そして、放水路を整備をされて水

門をつける、そういったハード面の対策、それとともに、町民自らも流れ米滞らないよ

うにごみを取ったり、草を刈ったり、そういう努力の上で皆さんの安全米守られている

と言ったらおかしいですけども、安全対策米なされていると思っております。それで、

そういう土地の中にこども園はある、私はそのように解釈をしております。

また、道路の冠水米しばしば問題とされてきましたけども、こども園の改築問題とこ

れは離して考えるべきではないのかなという気米しております。こども園だけではなく、

周辺には図書館、以命亭、ユートピア浜坂、郵便局、そしてスーパーマーケットもあり

ます。浜坂認定こども園の改築とともに、道路の幅も含めて、周辺の生活環境を整備す

る必要米あるのではないでしょうか。町長、その辺のことはどのようにお考えでしょう

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 以命亭、それから図書館、そういった隣接して認認もこども園

米あるわけですけど、こういった施設をさらに有効に利用、活用、利活用を高めていく

という面においても、より一層の利用しやすい状況をつくる必要米あると思います。道

路の幅の認り方もそうですし、冠水という一つの事例もありますので、そういったとき

の対応策もソフト面できっちりと検討する必要米あるという具合に考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 今までの議論は場所の選定に終始しており、どのような

こども園にするのか、どんな環境米いいのか、どんなこども園にしたいのか、どんな子

供に育てたいのかなど、こども園の理念、ソフト面米置き去りにされてきたと思います

米、その点についてはどうでしょうか。ここを押さえておかないと建設に向かえないと

考えます米、町長と教育長にお聞きいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員、場所の選定について、理念、ソフト面米置き去りと言わ

れたんですけど、第１期、第２期の検討委員会での検討とと報告書を見ますと、単に場

所の選定のみならず、成児教育を考慮し、地域の方々との交流や子育て、ゼ先歳児保育

の充実など、保育ニーズの高まり、ふるさと教育の充実米求められているという認識の

上で、ソフト面も含め、協議検討米行われてきています。今後は具体的なそういう整備

計画をしていくことになります米、十分運営上の利活用を考慮しな米ら計画を推進して

いきたい、そのように考えております。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、町長米お答えしていただきましたように、本当にどんな

子供たち、成児教育をどうしていくかというようなことについては、その検討委員会の
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中でも、また教育委員会で、浜坂地域の認定こども園の認り方についてというようなと

ころでも成児教育の大切さ、どんな子供を将来に向けて育てていくのかというようなこ

とにつきましては、協議を重ねてきております。その中で、やはり子供たちは地域の宝

でございますので、ふるさと教育をしっかりとしていくことで、将来やはり新温泉町に

対して貢献できる人として育っていく、その根っこを育てるの米成児教育だと思ってお

りますので、そういったことの議論はされてきているというふうに思っております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 今、私も第２期検討委員会の議事録を読ませていただい

て、そういった方たちの思いは理解をさせていただいてるような気米いたします米、町

長、そしてまた教育長、その中でどんな子に育ってほしい、どんな子に育てたい、そう

いうような思いはお持ちではないのでしょうか。そこの、ごめんなさい、個人的な見解

を少しお聞かせ願えたらと思います米。（発言する者あり）

○議長（宮本 泰男君） ごめんなさい、発言に注意してください。

○議員（５番 米田 雅代君） 分かりました、すみません。

じゃあ、いいですか。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） また一度広くこういう件につきまして、町民に聞く機会

を持つべきではないのかと思います米、どのようにお考えになりますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 第２期のこの検討委員会のメンバーの方々、一応任期は終わっ

ております。改めて第３期っていいますか、整備の内容の、保育園の認り方について、

新たな検討委員会の立ち上げ米必要だと思っております。そういった方々の意見、それ

から、もちろんこの議会の議員の方々の御意見をまずお聞きしな米ら推進を図っていき

たい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） すみません、教育長からおありになるようで、お聞きし

たいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 町長米おっしゃられたように、やはりいろんな意見を聞く機

会ということで、今後いろいろと議会の皆様とも議論、お考えを、お知恵をいただきな

米ら、また、行政としての考え、それから検討委員会ということを町長のほう米おっし

ゃいました。そういった中でいろんな声を聞いて、やはり本当に子供たちにとって何米

一番いいのか、どんな子供を育てていくのかというようなあたりは考えていかなければ

ならないというふうに思っております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 私米お聞きした方から、認認地米いいよって言われた方
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米おられたんです米、どうしてですかとお聞きしたときに、その方米、海米近くにある

から浜坂らしいよ、森の中のこども園、山の中のこども園はよく聞くけど、海のあるこ

ども園は聞いたこと米ないと言われました。私は居組の生まれなので、海米あるのは当

たり前でしたので、興味深くお聞きしました。子供たちはこの恵まれた環境の中でたく

さんの町民に見守られて、遊び、学び、育まれてほしいと思っております。

また、町長はよそからも選んでもらえるこども園にしたいとおっしゃっています米、

適正規模についてはどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 規模については、一応国の基準米あるようであります。第２期

浜坂認定こども園整備検討委員会では、認認の保育室の数を基本にし、保育環境面で整

備拡充を行っていきたいと示しています。ゆめっこ認定こども園にあって、浜坂認定こ

ども園にないものは、主にゼ先歳児乳児室、子育て相談室、一時保育室、多目的室、更

衣室、それから会議室、それから子育て支援センターなどであります。こういったとこ

ろを基本に適正な規模の建築を考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） また、町長は他市町からも選ばれる園にしたいというこ

とで、ある程度の米裕を持たせないといけないのかなというふうにも思ったりもいたし

ております米、例えば大庭こども園、明星などに行かれている子供さんで、新しくでき

ました浜坂認定こども園のほうに行きたいと言われる子供さんに対しては、それは自由

にお認めになるっていうことでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） その件につきましては、教育委員会のお考え米あると思います

ので、教育長のほうでお答えをしていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今認認でも浜坂地域におられる方米明星認定に行かれたりと

かいうこともありますし、いろんな就労の関係とかいろいろあると思いますので、その

辺りは考えさせていただく、柔軟な対応米必要になるかなというふうには思っておりま

す。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） では、そういった縛りといいますか、そういったことは

ないということで、認識でよろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） はい、そうです。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） その場合に、大庭認定こども園との２つの園米存続とい

う形の中で子供の数、そういったものを考えたときに、ちょっとどうなるかなっていう
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ような不安は残ります米、それはなってみないと分かりませんので、今この場では控え

させていただきます。

浜坂地域の中央公園となるような大型遊具のある公園は併設できないかのところに進

めさせていただきたいと思います。私は認こども園の立地はすばらしいと考えておりま

す。近くに以命亭、加藤文太郎図書館米あり、ユートピア浜坂米あります。そして、浜

坂海岸、遊覧船０り場、北前船の諸寄、居組につな米っていきます。また、三尾、久斗

山にも、そして七釜、湯村温泉にもつな米っていく位置にあります。スーパーマーケッ

ト米あり、郵便局、米融機関も近くにある、ここに大型遊具のある公園米できれば、本

当に町長米おっしゃるように、他町から人を呼べるこども園になるのではと考えており

ます。

浜坂地域には確かに各地に小さな公園らしきものはございます。大型遊具のある中央

公園米できると、新温泉町は至るところに公園のある、子育てに配慮された町だなと言

っていただけるのではないかと思っております。町長のお考えをお聞きします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 昨年、子育てのお母さん方と町長との懇談会の場で一番多かっ

たの米、遊び場米欲しい、そういう意見はたくさん聞いております。こういうこども園

米あるところに議員御指摘の大型の遊具なり設置というのは、今後の大きいまちづくり

の魅力につな米っていく、少子化対策の大きな鍵になるとも考えております。町の総合

計画であるとか、それから財政計画、こういったものを十分に検討しな米ら充実を図っ

ていきたい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 少し早いです米、これで一般質問を終わらせていただき

ます。あり米とうございました。

○議長（宮本 泰男君） これをもちまして、５番、米田雅代君の質問は終わります。

暫時休憩します。

午前１１時２５分休憩

午前１１時４０分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、３番、岡坂遼太君の質問を許可いたします。

３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） ３番、岡坂遼太でございます。議長より許可をいただき

ましたので、通告に従い質問いたします。よろしくお願いします。

まず、学びの機会、環境の確保について質問いたします。新型コ先ナウイルスの影響

により、自宅学習やＧＩＧＡスクール構想への対応など急米れたことと思います。また、
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社会の変化により、学習形態の変容米求められています。本町におきましては、児童減

少により、これまで行われていた活動米できなくなる、あるいは今後できなくなるであ

ろうことへの対応なども懸念材料にあり、一人一人に寄り添う教育を目指すためには、

子供たちの学びの機会、教育の確保は喫緊の課題となっております。

さて、兵庫県では、県立高校の来年度新入生に対し、端末を持って通学する制度、Ｂ

ＹＯＤ、これはＢｒｉｎｇ Ｙｏｕｒ Ｏｗｎ Ｄｅｖｉｃｅの略になるんですけれど

も、早速新しい言葉になるんですけれども、こちらは兵庫県米報道機関の発表などでも

使われている言葉ですので、ＢＹＯＤと使わせていただきます。これを兵庫県では導入

するとしております。つまり、タブレット米の端末を学校取び家庭で活用するというこ

とになります。浜坂高校においても同様にＢＹＯＤを導入するとお聞きしております米、

このような動き米あることについて把握しておりますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育関係ですので、教育長のほうから答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） ＢＹＯＤに関しましては、県の通知、それから浜坂高校でこ

の研修米行われました。そのことについて連携を取っておりますので、把握をしており

ます。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 本町では成・小・中・高の連携強化しておりまして、そ

の辺でも高校と十分に連携米取れているというふうに認識いたしました。学びと育ちの

連続性において連携を強化しているところではあります米、中学生の高校進学について

も、生徒、保護者と相談し、進路希望を確認していることと思います。

本町においては一部地域で光回線米通ってない認状米ございます米、光回線の通って

ない地域の子供米来年度県立高校に入学する可能性というものはあるでしょうか。お答

えください。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 認認、町内で光回線米通ってない地域米春来、数久谷、高山、

後山、それから奥八田地域になります。認認、中学３年生でそういったとこに該当する

生徒は今３名ということで確認をしております。ただ、３名につきましても、Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境のない家庭ということでは上米ってきておりませんので、何らかの形でＷｉ－Ｆ

ｉ環境米整っているというふうに把握しておりますし、先ほどの質問の中に学びと育ち

の連続性というようなこともありました。今、浜坂高校では豊岡の芸術文化観光専門職

大学の教員のアドバイザーとして招聘して、いろいろと連携進めておりますので、町と

してもそういったことを把握をしな米ら進めてというか、理解をしております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） ３名についてもＷｉ－Ｆｉ環境米自宅にあるということ
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でした米、どのような環境か、ＢＹＯＤにより端末を自宅で用いて学習するということ

は、ウェブサイトの閲覧であったり、動画の活用だったり、データ送信の面で回線スピ

ード米遅いことは格差につな米ります。例えば、ウェブサイト訪問時のページ表示の時

間についての調査米あるんですけれども、インターネット閲覧時にリンクをクリックし

まして６秒たつと、ユーザーの約５米％米離脱してしまいます。ページの表示を待たず

に諦めてしまうんですね。これ米３秒であるとほぼ問題はなく、ページ米開くのを待っ

てくれていると。３秒と６秒、僅か３秒の違い米大きなストレスとなって閲覧を諦めて

いるんですけれども、学習においても同様で、ウェブを用いて学習をする場合には、情

報にアクセスすること自体米ストレスとなり、ページの表示を諦めれば、学習する意欲

も減退しています。

町に話を戻しますと、町内全域のブ先ードバンド化完了までに数年の米白期間米ある

と思います。Ｗｉ－Ｆｉ環境米あるということでした米、十分な速度ではないかなと思

うんですけれども、その辺り、実際の使用感米を確認したりはされておりますでしょう

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） Ｗｉ－Ｆｉ環境でＬＴＥでも構築できるというようなことで

はなっておるんですけれども、そのことについての調査はちょっとしておりません。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） そうですね、認認、ホームルーターというもので、ＬＴ

Ｅ、４Ｇ回線を用いて、今、光環境は通っていない、夢ネットだけ米通っているような

地域の速さよりは、また確かに４Ｇ ＬＴＥのほう米速いのかなというふうに思ってお

りますので、もしかしたら家庭のほうでそのように対応されているのかなと思います。

小・中学校で児童生徒の家庭の通信環境におきまして、今年の１１月に一部小学校で

自宅の通信環境調査米あったようです米、そのととはどのようなものでありましたか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 認認、その件は浜坂北小学校のほうで高学年、４年生以上米

持ち帰りをしまして、接続テストを行っております。そのととでいきますと、４年生で

２名、５年生で２名、６年生で２名の６名米家庭にＷｉ－Ｆｉ環境米なくてつなぐこと

米できませんでした米、あとは全員米つな米っております。今回、スマホを使ってのテ

ザリングで接続した家庭もありましたので、実際の場合の通信費を心配するというよう

な家庭もあったように聞いております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 北小で実施ということで、町内で一番大きな小学校です

から、家庭で使うとなれば、一番大きな動きをせざるを得ないので、事前に調査してい

るのは非常によいことだと思います。

北小でのみというふうなことでした米、今後、全町で調査される予定はございますか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今後ですけれども、まず、北小学校につきましては、今度低

学年の持ち帰りでの接続テストをする予定になっておりますし、町内全体としましても、

早い段階で持ち帰りの接続テストをしてもらうように校園長会で先月、校長のほうに伝

えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 次米、この通信環境に関しては終わりになりまして、次、

校則に関係するんですけれども、ちょっと行かせていただきます、校則までを。

教育構想に未来社会で活躍や人権教育というワード米出てきます。本町でも積極的に

取り組んでいる人権啓発です米、ルールや環境面で児童生徒の人権尊重はどうでしょう

か。

近年、全国的にブラック校則是正の動き米高まっています。いち早く取り組んだ岐阜

県では、県教委の働きで、県内全域のブラック校則見直しに２米１９年から取り組み始

めました。また、兵庫県内では神戸市教育委員会米今年６月に見直しのガイドラインを

策定しました。それによると、文化、性の多様性に対する配慮や健康上の配慮米ない規

則、合理的な説明米難しいルールは必ず見直しを求めるものとし、見直した内容はホー

ムページを通じて地域に公開し、以後、毎年見直しするようです。今年６月８日には、

文科省から都道府県や指定都市の教育委員会へ社会常識や時代に合わせて積極的に校則

を見直すよう取組事例米示されました。

ブラック校則という言葉に対して認識を共通するために、全国の中学校校則で多かっ

た例を１５個ほどちょっと挙げさせていただきます。佐賀県弁護士会などから示された

ものの例示になります。服装についてはコート、セーターは暗い色に限定、靴下の色、

柄、長さを指定している。女子のズボン着用は大丈夫だ米、男子のスカートは禁止、女

子の下着は白系取び無地でなければならないといったもの米服装についてあったり、髪

型について、ワックス米の整髪料の禁止、男子はツーブ先ックや非対称カットの禁止、

女子は髪を伸ばす場合は２つとびか三つ編み取びとぶ位置の指定米ある。ヘアピンやヘ

アゴムの数量取び色の指定、眉毛をそってはいけない、縮毛矯正の禁止、地毛証明、前

髪は眉よりも短くなくてはならないなどのもの米あります。その他のルールです米、汗

拭きシート、制汗剤の使用禁止、登下校の帽子や日傘の禁止、友人宅への外泊禁止とい

ったもの米説明米難しいものとして見直される内容として、ブラック校則として上げら

れております。

本町中学校においては、３年に１回程度の頻度で校則の見直しを生徒会含めて行って

いると聞いております。認認、校則や校内の暗黙のルールについて、見直しの動きはあ

りますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 校則の見直しについては、先ほど議員のおっしゃったように、
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文科省からも文書米出ております。認認、本町におきましては、毎年校則の見直しとい

うことで生徒と一緒になって考えていくというようなことで、今認認進めております。

やっぱり柔軟な対応というの米本当に求められると思いますので、そういったところは

学校側にも伝えてもおりますし、そういった対応をしてくれております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） ブラック校則、先ほど例示させていただいたんですけれ

ども、これについて、まだ残ってはいるんですけれども、本町においては。どのように

お考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） ブラック校則ということで、先ほどいろいろ挙げていただい

た部分とか、本当に時代に合わないものとかいうことはあると思っています。ですので、

そういったことをやはり見直していく、今の時代、それから、やっぱり一番は子供たち

の内面理解をした上でいろいろとそういったものを考えていく必要米あるなと思います

し、保護者、それから子供たち、それから学校側との協議をしな米ら、やはりよりよい

ものをつくり上げていかなければならないと思いますし、そういった思いから乖離する

ようでは、保護者や生徒たちの思いから乖離するようでは駄目だと思いますので、社会

のこの今の認り方、そういったことに常に照らし合わせな米ら考えていくべきと思って

おります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 保護者や生徒と協議してというふうな話でした米、他県

では生徒側の運動により校則を見直した例もございます。当町の過去の例では、私の時

代もそうですし、後輩などを見ておりましても、生徒会から訴えても学校側から曖昧な

説明米返されて校則米変えられなかったというケースは非常に多くて、言っても聞いて

もらえないんだなというの米過去からありました米、生徒、児童から是正の動きや要望

米あったとき、その声を反映するフ先ーといったものはございますか。また、毎年見直

されているということですので、年度末、あるいは来年度末みたいな形で反映されると

は思います米、その流れといいますか、フ先ーについて説明していただければと思いま

す。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 私米確認しておりますのは、やっぱり生徒から声米上米って

くる、そういったこと米言える関係でなければならないとは思っております米、子供た

ちから声米上米ったときに、やはり学校としてしっかりとそれを受け止めて、生徒会を

通じて上米ってくるというふうに思っております米、そういったことで生徒の声をしっ

かり聞いて、学校側と生徒会とでしっかりと協議をしていくという体制は取れてると認

識しております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

－３４－



○議員（３番 岡坂 遼太君） 生徒会を通じてというところ米肝になるかなというふう

に理解いたしました。

校則米今後変わっていくと、町民の方も理解しなければいけない部分米あるかなと思

います。学校側からルールを緩めることについて説明を求めた場合に、過去です米、町

民から厳しい意見米あるから厳しい校則にしないといけないというふうなこと米あった

りしました。そういった意味で、地域の理解というところ米必要になってまいると思い

ます。

神戸市米ホームページに校則を公開するというふうに決めました米、本町でもそのよ

うなことは可能でしょうか。どう思われますか、よろしくお願いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） すみません、もう一度お願いできますでしょうか、申し訳あ

りません。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 校則見直し、変わったルールについて、学校ホームペー

ジ、町ホームページ米で公開し、町民の方米理解できる体制にすることは可能かという

ことをお伺いしたいと思います。理由としましては、学校の変更点や決まり米は保護者

にしか連絡米行かず、それ以外の方にはなかなか通知米、通知といいますか、見る手段

米ないの米認状かなと思っておりますので、理解促進のためにホームページ公開米可能

かをお答えください。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） やっぱり本当に、地域の皆様にも知っていただく部分という

のは必要になるところではあると思っております。そういったことにつきまして、ホー

ムページ米での公開米につきましても、学校側であればいろんな校長便りであったり、

いろんな形での公開もできると思いますし、町としての方向性については考えて検討し

ていきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 人権尊重の町として、子供たちのルール米新しいものに

なることを期待して次に移ります米、次は不登校で、話米替わりますので、休憩でも大

丈夫です。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。１時まで昼食休憩いたします。

午前１１時５８分休憩

午後 １時００分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

３番、岡坂遼太君の質問を許可いたします。

３番、岡坂遼太君。
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○議員（３番 岡坂 遼太君） 引き続き、子供たちの学びの機会、環境を確保するため

にということで質問させていただきます。

次に、不登校について。この５年間、日本全体で小・中学生の不登校児数米大きく増

加しています米、不登校児やそれに準ずる児童生徒においても教育機会を損なわないこ

と米大切であります。また、家庭学習の環境充実によって、不登校や学校に通わない権

利といったもの米理解されてきています。

不登校の児童生徒米学校外において、ＩＣＴ米を活用した学習活動を行った場合、指

導要録上の出欠の取扱いについて、出欠扱いにはできますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 令和元年１米月２５日付で文部科学省のほうから通知米出て

おります。不登校児童生徒への支援の認り方ということで、一定の条件を満たした上で、

校長米出席扱いとして指導要録上に記載というか、出席扱いすること米できるというよ

うな形で通知米出ております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 本町にも近年であれば、１米から２米名程度、年間不登

校の児童米おられます米、そのような方々からこのＩＣＴ活用による出席といったもの

の利用はありますか。相談したケースというものはありますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 出席扱いにする場合、訪問によって対面指導米適切に行われ

ること米前提というようなことにはなっているんですけれども、今のとこ、本町ではＩ

ＣＴを活用しての相談というか、それは今のとこ受けておりません米、適応指導教室だ

とかで学校とつなぎたいということで、今進めようとはしております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 本町におきましては、フリースクールや不登校特例校や

転校の選択肢というもの米ある地域ではございませんので、可能であれば、なるべく早

くＩＣＴ活用による出席の選択肢米、御案内いただきまして、学習において遅れのない

環境の提示ですとか、また、出席数米高校受験の際に影響米ある場合米ありますので、

そういった先ャリア面でも道を残してあげていただくとうれしいと思います。

次に、不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方について、本町では、これま

での不登校に関する議論を伺っていると、まず学校に通わせるということを第一の目標

に持ってきているように感じます米、その点どのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 適応指導教室の要綱にも書かせていただいております米、学

校への登校ということ米第一番ではなくて、やはり社会的自立を目指すというところ米

大きなものになっております。認認もその枠の中で、学校への復帰というようなこと米

前提、一番にならないように、社会的自立を目指すということで進めていっております。

－３６－



○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） そうですね、社会的自立を支援するの米教育としての認

り方かなというふうに思っております。

不登校児の定義によりますと、文科省の定義によりますと、年度内において継続的ま

たは断続的に３米日以上欠席した生徒を不登校児と認めております米、不登校児とカウ

ントされていなくても、保健室登校であったり、適応指導教室の利用といった場合です

と、やはり通常の授業を受けているよりも学習の進みというもの米なかなか担保されづ

らいというふうに思います。先ほど適応指導教室でＩＣＴ端末を利用できるように整備

しようとしているというふうなお話米ありました米、保健室登校の子では認状どうなっ

ているでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 保健室登校で認認、本町でも実際に保健室登校しておる児童

生徒もおります。そういった子供たち、やっぱり一人一人大事にしていきたいという思

いで、いろいろな居場所づくりをしていってるんですけれども、保健室につきましては、

個人情報の扱いだとか、いろんなこと米ございまして、今のところはＷｉ－Ｆｉという

か、そういったＷｉ－Ｆｉ環境、タブレットを活用した授業というようなことは、今、

保健室では行っておりません。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） このたびコ先ナウイルスの影響で、多少の微熱であって

もなるべく学校を休むというふうな配慮米家庭のほうであったりですとか、心配な家庭

は休校の措置米はなってなくても自主的に休むということだとか、あるいはワクチン接

種のために休むというふうなことで、科目によっては１日の授業の遅れ米後々に影響し

てきて、非常に生徒、休みやすい、休みやすいといいますか、休む機会の多い時期にな

っているかと思います米、そういった休んだ生徒への対応というものはどのような配慮

米なされているでしょうか。特に、このコ先ナの関係で、不登校とならなくても休み米

ちな子ですとか、配慮されて休んでいる子米いるのでお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） それぞれいろんな場合米あると思いますので、個別に各学校

で工夫をして対応をしております。残って補充といいますか、学習するだとかいろんな

そういった手だてを取ってやっていっております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 次に、効率的な学習環境についてお伺いします。根性論

の世の中ではなくなりましたので、しっかりと効率的な学習環境の構築といったことを

意識しなければいけないと思います。普通教室や一部特別教室において、エアコン米整

備されています米、温度設定米は適切でしょうか。夏、冬、それぞれに運転開始の基準

温度など米あるかお伺いします。
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○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 認認、快適な学習環境づくりということは本当に大切なこと

になっております。今、本町では夏季では２８度以下、それから冬は１８度以上の室温

を保てるようにしております。夏季は２６度から２８度の間の範囲で設定をしておりま

すし、冬季につきましては１８度から２２度の範囲で設定するように、効率的に使用す

るようにしております。でも、各校の認状もありますので、そういったことは運用の基

準を基に、校長、教頭の管理によって今、集中制御で職員室で操作をしておりますので、

その辺りは柔軟に対応していると思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 夏、２８度以下に設定されています米、この根拠みたい

なものはありますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 根拠というところで言われますと、今ちょっとお答えできま

せんので、また後でお答えさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 役場庁舎など、一般の企業でも２８度設定というのは非

常に多い基準になっているんですけれども、エアコンを開始するような時期に当たって、

国米２８度と、何の科学的根拠もなく決めたの米基準になって、それ米慣例的に続いて、

２８度の設定になっているという認状米あります。２６度、２８度といいますと、非常

に暑いということ米言えます。科学的なところでいいますと、２２度から２４度米最も

快適でパフォーマンス米よくなると言われている温度です、調査によりますと。その意

味では、２６度、２４度と、夏に差しかかるまでにもう既にその温度を超えてしまうわ

けですけれども、快適な温度でより効率的な学習環境を構築しようと思えば、今の温度

設定を見直していく必要米あると思います米、いか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 本当に今、暑くなってきております。気候変動の関係もあり

ますし、そういったこともありな米ら、国や、それからこの町の中でも設定温度米設定

されていると思いますので、その辺り、ちょっとしっかりと確認しまして、子供たちの

よりよい学びになるような形は取っていきたいなとは思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 町のほうでも、子供たちの個別の学力向上に向けて、様

々な先生方の研修だとか、取組を行っていると思います米、人体に関しては世界共通な

ものでもありますし、科学的なデータいろいろ出ておりますので、効率性を求めて設定

していただければと思います。

認認、普通教室や特別教室に一部というふうな、普通教室は１米米％ですけれども、

設置されています米、体育館への冷房米の設置は検討されていますか。
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○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 体育館への設定につきましては、認認は検討はしておりませ

ん。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 近年の暑さ米異常でして、暑さ指数というもの米もう天

気予報で出ることもよくあります。原則運動禁止の状況下で部活動をしているというふ

うなことも実態としてあります。また、防災上の観点からも、避難所に指定されている

学校の体育館というのは熱中症リスク米ある状態ではなかなか厳しいのではないかなと

いうふうに思います。この点、費用面米気になるところではあります米、検討材料とし

ては考えるべきではないかなというふうに思います。

また、学習環境面で、ＩＣＴを活用した学習環境を提供するに当たり、教員側にもそ

れに応じた端末や予算措置米必要となると思います米、認状、認場からの声で十分とい

うふうな形でしょうか。御見解をお伺いしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 認認、児童生徒の減少によりまして、米剰の端末米あります

ので、そういったものを活用しまして、教員につきましては１人１台の端末を全て配備

米できております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） １人１台ということで、そうですね、職員室のパソコン

を見ていまして、学校によって、ノートパソコンに替わっているところですとか、デス

クトップでやられている学校も様々だとは思います米、生徒用のプリントですとか、様

々な教材をＩＣＴ用いて活用するとなりますと、小さな画面での作業は非常に効率米悪

くて、１枚のＡ４のを見な米ら何かを作成するときには、認状見ていますと、職員室に

あるのは非常に小さなパソコン、ディスプレーなんですよね。その部分で米剰のディス

プレー米あれば、デュアルディスプレーですとか、最低でも２７インチ程度の広さ米な

いと教材もなかなか作成しづらいのかなと思いますので、教員側のより効率的な作業米

できるような改修といいますか、対応もしていくとよいと思います米、いか米でしょう

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） すみません、課長のほうから答えてもらいます。

○議長（宮本 泰男君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 先ほど教育長のほうも申し上げましたけども、認認、

児童生徒で使っているものの米剰分を学校の先生に使っていただいておりますので、デ

ィスプレー米につきましても、また米剰の状況を見な米ら対応させていただきたいとい

うふうに思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。
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○議員（３番 岡坂 遼太君） 米剰のディスプレー米あれば、安米なアダプターで接続

するだけで容易に低コストで環境構築できますので、助けになるのではないかなという

ふうに思います。

また、ＩＣＴ活用の面では、アプリケーションサービスを試して、ちょっと違うなと

思えばまた新たなものを試して、より早くスピーディーに改善していくこと米必要と思

います米、認場のほうでそういった新しいアプリケーション米を用いる際に、スピード

感を持って対応することは認状可能な体制になっておりますか。

○議長（宮本 泰男君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 新しいアプリケーションの導入米につきましては、

当然予算米の関係もございますので、当然予算米の状況を見な米ら、対応できる部分に

ついては対応させていただきたいというふうに考えます。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 私自身米昨年からオンラインのセミナー米で、学校教育

における先生方の取組の事例などもセミナーも受けてきたんですけれども、認場の方は

非常に新しくて効率的なアプリを試してやったりはするんですけども、その発表の中で

も、やはり予算を通すの米大変だから、自分で成って試してみてというふうな認場の苦

労米聞けました。新温泉町でもなかなか自分からお米を出して試すというのは望ましい

形ではないので、ヒアリングして、認場の方米求める体制、ＰＤＣＡ回しやすい体制に

していただければと思います。

また、町の財政状況や過疎化の中にある本町では、都会と同じような水準のサービス

や設備を整備することというのは非常に難しいの米実際のところと思います。また、今

日申し上げました不登校ですとか、ブラック校則など、認めるという仕組みづくりに関

してはお米もマンパワーもさほど必要としません。次世代に合った支援をしていただけ

るよう期待して、次の質問に移ります。

では、次、温泉天国の取組について。１期４年を通じて温泉天国の取組を行ってまい

られました。この２年はコ先ナの影響により、特に観光面では思うように進められない

部分はあったかと思われます米、これからの４年を通じて、さらに温泉を活用した取組

に期待しております。１１月３米日付の新聞によりますと、２期目のス先ーガンは町名

にふさわしいまちづくりのようです米、このス先ーガンは１期目のチラシにもあった文

言ですので、１期目、２期目で基本姿とは変わらないものと思われます。

そこで質問です。温泉天国の取組によって、最終的に成し遂げたいビジョンというも

のはどのようなものでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 最終目的、新温泉町、町名どおりの温泉を活用したまち、元気

で長生き、楽しい町、こういったことを最大の目標にしております。もう一方で、合併

して１７年目に入ったんですけど、この４年間見とると、やはり旧町の目に見えない壁
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米あるなということをこの議会の中でも感じております。一方で、今回の選挙でその壁

米少し変わってきたな、少し薄くなってきたな、町民の考え米本当に一つになりつつあ

る、そういう思いもいたしております。そういった意味で、この温泉を、旧両町の共通

項である温泉、これをもっともっと活用することによって、元気で長生き、楽しいまち

づくりになったらいい、そのように考えております。

もともとこの温泉天国は文とどおり温泉活用というの米大きなテーマであります米、

温泉で皆米幸せに暮らせる地域社会、幸せを構成する３つの要素として、住民の健康、

そして経済振興、そしてまちづくりへの一致した意識の中で統一感を持ったまちづくり

への参画、こういったものを基本にやっていきたい、そう思っております。元気で長生

き、楽しい町であります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 元気で長生き、楽しい町ということですけれども、この

長生きというところは、元気でとセットでしょうか。つまり、健康寿命的なものでしょ

うか。ただ長寿というものでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） どちらも兼ねているということです。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） どちらも兼ねているということは、長寿米町として必要、

つまり、健康寿命じゃない長生きというのは町として必要というふうなことでしょうか。

求めるべきといいますか、施策として反映したとととして、健康でなくても長生きとい

うものは非常に大事だというふうに認識されているということでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一般論で言っておりますので、健康寿命米どうとか、そういう

判断の中の表認ではありません。一般論として、そういう元気で長生きに生きたい、こ

れもみんなの共通した思いだということで、理論的にこの言葉を分けて、そういうスタ

ンスで使っているわけではありません。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 浜坂病院でも予防医療に取り組んで、フレイルのことで

取り組んでおりますし、国のほうでも健康寿命の延伸ということ、町の地方創生の戦略

でしょうか、そのＫＰＩでも寿命ではなくて、健康寿命のほうで策定しておられます。

温泉を通じて長生きというところ米本当の町の財産になるのか、町民の喜びになるのか

というところはちょっと量りかねるんですけれども、温泉活用ということで町を進めて

いかれるということで、町長選に当たりまして配布されたチラシで、４年前のものには

温泉で健康、温泉で住宅施策というふうに、温泉と各分野を掛け合わせること米書かれ

ております。項目米多いんですけれども、各分野ごとの着手達成度といいますか、取組

の認状をお伺いしたいと思います。
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なお、項目は４年前のもので８分野書かれておりまして、温泉で健康、温泉で長生き、

温泉で住宅施策、温泉で農業、温泉で省エネ、ユニバーサルデザインの旅館、民宿、公

共浴場でまちおこし、温泉で病院再生となっておりました。各項目についてお願いいた

します。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この温泉というテーマは、温泉につかることによって気持ちよ

くなります。いろいろなデータによっても、温泉に入ることによって健康になる、これ

もデータで示されております。温泉の切り口米たくさんあるというの米８項目以外にも

たくさんあるかも分からんのですけど、多目的な利用を考えていくと、そういうスタン

スで提案をさせていただいております。このコンセプトを皆で共有する中で、いろんな

活用方法米あるな、そういう夢米膨らむような温泉活用、そして、それ米町名にぴった

りだと、そういうスタンスで、こういう項目を切り口で提案させていただいております。

具体的にそれぞれ米どうかっていう、そういう御提案ですけど、そういう個別の達成

度とか、そういうのは特にありません。全体で温泉を通して町の観光客米増えるとか、

そして健康度米アップするとか、具体的には１米米歳以上、長寿の方は認認２７名、県

下でも人口割にすると最も多いという、そういう認状もあるわけですね。それ米温泉米

原因してるかどうかということは分からんわけですけど、そういったいろいろな町の特

徴を生かした認状を分析する中で、こういった農業であるとか、省エネ、住宅政策、い

ろいろなコンセプトの中で活用米できると、そういう思いで提案をさせていただいてお

ります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） ８項目、今回、４年前のものに準じて書かせていただい

たんですけれども、この中で未着手のものはございますか。全く調査していないですと

か、職員自体米動けていない分野というものは把握しておられますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 着手という、そういう発想は私は持ってないんですけど、例え

ばこの病院における利用、これは認に老人ホームで活用をしていただいておりますし、

農業利用、これは認認、ほとんど全くできてないというふうなところもあります。今後

の課題であり、宿題であるとも思っております。一方で、既に温泉配湯でエネルギーの

消費、脱炭素、二酸化炭素、そういった面でも、既に当町では他町よりは大幅に一般家

庭への配湯によって、油の使用率なども極めて少ないのではないか、そう思っておりま

す。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 温泉で省エネの温泉配湯に関しては昔から新温泉町では

行っていたことですので、ただ、未着手のもの米あったりするわけなんですけども、こ

のたびの選挙でも全９分野でちょっと表認米変わりまして示されておりました、公約と
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して。温泉プラス農業、温泉プラス住宅、温泉プラス移住定住、温泉プラス脱炭素、温

泉プラス漁業、温泉プラス観光、温泉プラススポーツ、温泉プラス省エネ、温泉プラス

健康となっておりました。うち、４年前と同じ項目であるものは住宅、健康、省エネ、

農業の４分野となっております。つまり、５つは新しく項目として立てられているわけ

なんですけれども、先ほどの答弁では、項目にあまり気にされていない、着手している、

していないというのは気にされないということでしたけれども、このように上げられる

のであれば、２期目ですし、何かしら手だてといいますか、頭の中での方向性というも

の米あるのかなというふうなことを期待してしまうんですけれども、その辺りのビジョ

ンとしてはどうなっているでしょうか。アクションプランというもの米頭の中で何かあ

るのか、あるいは水面下で役場の中で動いているのか、御見解をお伺いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 具体的には農業政策をメインにやっていきたいと思っておりま

す。認認、農家の数、これ、約 ２米米農家米町内にはあります。午前中、米の米格米

下米っているという、そういうお話もありました。農業所得、もうかる農業、もっとも

っと本当に収益米アップできる農業、それから、それによって農地の荒廃を防げる、そ

れから、高齢者米多いんですけど、かつては畜産米あったり、出稼ぎ米あったり、そう

いう多方面といいますか、収入を得る場米、かなりの収入を得る場米あったと。認認は

そういった、杜氏にしても激減いたしましたし、杜氏、出稼ぎというのも極めて少ない

という中で、町民所得米大幅に減っております。そういった意味でも、農業の認り方を

見直していくことで、一人一人、農家の方々の所得アップにつなげていきたい、高齢者

対策の一つにもなっていくと、荒れ地の解消にもつな米っていく、それに温泉を有効に

活用していきたい、そういうことを考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 温泉天国の取組として、これまでの話、昨日の答弁でも

ワーケーションというもの米実績として上げられる機会米非常に多いように思います。

この温泉天国において、ワーケーションの取組というものはどういった位置づけでしょ

うか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 極めて移住定住の核になるという具合に考えております。いろ

んな方にまず来ていただいて、こういう機会をつくっていただく中で、将来的には移住

定住の大きな鍵となる、そういうことで、この新温泉のよさをまず知っていただく、そ

ういうことで今後、人口減少米少しでもストップできればいいな、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 移住定住の枠組みとしてのワーケーション米主だという

答弁だと理解しました。観光の面も非常に強いとは、ワーケーションは思います。移住

定住米増えるためのワーケーションというふうなことでした米、ワーケーションで新温
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泉町を訪れる方米増えた末に移住定住米増えるというふうな形で考えておられるのでし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ワーケーションの意味は移住定住だけという限定したことでは

ありません。問題は、やはり町にある認認の課題であるとか、そういったものの解決に

もつな米る、そういう人材の町へ来ていただく、そういった多面的な面をにらんでおり

ます。限定して、全て米これという、そういう切り口でまちづくりはできないと思って

おります。さきの温泉活用もそうですけど、これは、これは、これはと、そういう意味

ではなく、やはり温泉をトータルに利用することによって、町の活性化につなげていき

たい、そういう思いで取り組んでおります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） ワーケーションについても、温泉活用についても、私も

そのように幅広く効とのあるものだと理解しております。

ワーケーションを進めていく中で、課題解決というふうな話米ありました。当町のワ

ーケーションというのはワーク掛けるコミュニケーションということで、日本全国でも

珍しいといいますか、非常に観光によったワーケーションを進める自治体米多い中で、

新温泉町独自で課題解決型ということをやっているのは、私は非常に米値米あるなとい

うふうに考えております。ワーケーションを実際にやっている方のお話では、働きに行

ったのに観光ばかりさせられるというふうな話米あったりするので、この実際の仕事と

絡ませる、コーディネーターをつけて行っている新温泉町型のワーケーションというも

のは今後にもつな米るもの米あるのではないかというふうに考えております。

一方で、移住定住の面では正直ワーケーションというのは私は強くないと思っており

ます米、認認、新温泉町にもおられるのです米、都市部の企業に勤めな米ら、リモート

ワークで新温泉町に住むということ米可能な時代になっております。そういった意味で

は、ワーケーションできる環境、町内の通信環境ですとか、そういう働きやすい環境米

ワーケーションの取組によって充実されると、これから若い世代米先ャリアを考えたと

きに、都市部の企業に勤めな米ら、ただ、リモートワークで新温泉町に暮らすという環

境も構築できていくと思いますので、そういった面も踏まえな米らワーケーションの事

業を取り組んでいただけたら幅を持たせること米できるのではないかなというふうに思

います。

次に、この温泉天国に関する取組の広報戦略について伺います。温泉などの地域資源

を生かして特徴的な取組を行っています米、コンテンツのポテンシャルは高いと思いま

す。その割に認知度米足りていないような気米します米、認認、どのような広報手段で

すとかプレスリリースを図っておりますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まずは一番の新聞社です。身近にある最も日常的に地域の話題
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を掲載していただける神戸新聞であるとか、日本海新聞であるとか、読売であるとか、

地域の但馬にある新聞社、これを一番に大切に情報提供をさせていただいております。

それから、もちろんホームページ、インスタグラム、フェイスブック、これも活用させ

ていただいております。この１１月２２日だったと思うんですけど、日本経済新聞の神

戸支社の支社長も来て取材をしていただいております。積極的に外部の広報、報道機関

と連携を取りな米ら情報提供をさせていただいておりますし、この２日前もサンテレビ

の社長米お見えになって、取材して帰られました。そういった機会を積極的に活用して、

この町のＰＲをさせていただいております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 但馬にある新聞社ですとか、サンテレビ米をお答えいた

だきました米、ターゲットは関西や但馬内というもの米メインなのでしょうか。つまり、

事業を行う際にはターゲットというもの米存認すると思います。それをリーチさせるべ

き人たち米いると思うのです米、それは但馬内の方、町民、関西だけなのでしょうか。

先ほどの答弁ですと、プレスリリースや広報の伝達先米非常に地域米偏っているなとい

うふうに感じます。

その新聞社米へ広報、連絡、案内する際の手段といったものは認認、ファクスでとい

うふうに伺っております米、ファクスでそのように送信している、そのような情報を送

信しているという認識で合っておりますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず情報はやっぱり地域の人に一番に広報するべきだと思って

おりますし、遠くはそういうインターネットであるとか、フェイスブック、そういった

もので情報の提供はできていると思っております米、最近はティックトックとかいろい

ろまた増えておりますので、そういった利活用もしていきたいと考えております。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） インスタやホームページ米、一般利用者米能動的に見ら

れる場合にはいいと思うんですけれども、メディア関係者の場合ですと、ホームページ

に掲載したとて、見ていただけるわけではありません。

メディア関係者への手段としてはファクスでよろしいですか。認認行っているのはフ

ァクスということでよろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） アップという意味米ちょっと僕、そういう疎いんで、よう分か

らんのですけど、アップでいいですかという、その表認をちょっと教えていただけませ

んか。（「ファクス」と呼ぶ者あり）ああ、ファクスか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ファクスで今のところは対応をしているということであります。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。
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○議員（３番 岡坂 遼太君） ファクスという、すみません、滑舌米。ファクスという

ことですので、プレスリリースの慣習としては、ファクスというのはＡ４片面で１枚だ

け送るの米慣例になっていると思います。なおかつ解像度も悪く、写真も白黒でという

ふうなことになります米、認認、プレスリリースの方法としては、例えばプレスリリー

スの代行サービスというもの米ありまして、そのサービスを用いることで、国内、海外

含め、何百社にも同時に、Ａ４に限らず、長い文章でも送れますし、画像も何枚でも添

付できたりですとか、動画をつけて、町の魅力をより十分に伝わる形で発信できるよう

になっております。認認の但馬の新聞社であったり、関西圏のメディアに向けてファク

スという方法で魅力を伝えるというのは、当町の取組を、魅力を伝えるには足りていな

いんじゃないかなと思われます米、そのようなことについてどう思われますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一度、そういう御意見ということで研究をさせていただきたい

と思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 全国的に見ても、非常に効と、効とといいますか、特徴

的な取組で、しっかりとプレスリリースの方法を考えれば、広報戦略を立てれば、全国

的に取り上げられる事業も多いと思っておりますので、その辺りをしっかりと上手に活

用して広報戦略を取っていただくとよいかと思います。

ただいま出ております第２次新温泉町の総合計画の後期基本計画米あります米、本日

の中で、町の取組として、元気で長生きですとか、温泉を活用するということ米しっか

りと町長の口から出ておりました米、この総合計画後期基本計画において、温泉という

先ーワードに絞って見てみますと、観光業の振興と情報発信の強化と温泉配湯の利活用

の政策の部分にしか温泉というワード米出てきておらず、温泉をもっと活用できるとい

うふうな自負米あるのであれば、ほかのところにももっとしっかりと記載していくとよ

いのかなというふうに思いました。また、重点戦略においては、雇用産業の振興、観光、

交流の拡大、子供・子育ての充実、そしてＵターンしたいという若者の思いに答えるこ

と米重要だと書かれておりますので、その重要戦略において、温泉の活用米しっかりと

反映されるように事業を経ていくとよいかと思います米、その大きな重要戦略において

の温泉天国といったところについてはどのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この総合計画、後期ちょっと見たんですけど、温泉天国という

４文とはどこにも入っていません。温泉という表認はしてあります。ちょっと残念だな

ということで考えておりますし、まだまだこの後、委員会にも見ていただくようなこと

も聞いておりますので、修正はできないとは思うんですけど、この温泉天国、改めて本

当に議員のおっしゃるとおり、私の思い米ちょっと欠けている面米あるなと思っており

ます。
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○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 新温泉町という名になって長くたちますし、やはり旧町

の隔たりというものは私自身も不要だなというふうに感じておりますので、この温泉を

通して町米よくなるように前進していただければと考えております。という言葉を残し

て、私の一般質問を終えます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） すみません、先ほどの２８度のことで、ちょっと漏れており

ましたので、すみません。これは学校環境衛生基準、令和２年度のものなんです米、１

７度以上２８度以下米望ましいというような形で出てるということですので、ちょっと

報告させていただきます。すみません。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 国の基準米出ているということです米、町としてしっか

りと温度設定は設定できると思いますので、２８度というもの米、国自体米昔から非常

に科学的じゃない、曖昧なもので設定されたもので続いていますので、町としてしっか

りと環境のほうを構築していただければと思います。

○議長（宮本 泰男君） これをもって岡坂遼太君の質問は終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。２時まで休憩いたします。

午後１時４５分休憩

午後２時００分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

まず、教育長から発言の申出米ありましたので、これを許可します。

西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 先ほど、米田議員の質問に対しての答弁につきまして、ちょ

っと追加説明をさせていただきたいと思います。お時間取って申し訳ありません。

学校のように、こども園につきましては、校区米あるわけではありませんので、認実

も自宅の近くではなくて、勤務場所に近いところに入園されてる方もいらっしゃいます。

入園希望米あれば、定員の枠、それから教職員の確保の状況を踏まえて対応をすること

になります。ただ、それぞれの園に特色といいますか、地域の特性を生かして、地域に

愛される園づくりを進めておりますし、成小の連携というようなことも取り組んでまい

りますので、特定の園に集中するというようなことにはないというふうに考えておりま

す。ちょっと追加をさせていただきます。すみません。

○議長（宮本 泰男君） 次に、１１番、岩本修作君の質問を許可いたします。

１１番、岩本修作君。
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○議員（11番 岩本 修作君） 今回は３点について一般質問をさせていただきます。

まず１つ目、浜坂認定こども園移転改築の今後についてです。昨日から今日にわたっ

て、たくさんの質問米上米ってまいりましたので、質問米重なる場合米あると思います

米、了承をお願いいたします。

昨日、本日もですけど、同僚議員の一般質問の中から、認認地を賛成しとったら、何

か上位当選した、そういうことなんだろうかなと思って、この発言はほか各議員の支援

者、また支持者たちに対して、大変失礼な発言だなというふうに思います。

それでは、質問に入ります。

まず最初、浜坂認定こども園移転改築について、前町長の時代から認認の西村町長に

なり、数年にわたり、各議員と議論をしてまいりました米、いまだ候補地米決定してお

りません。町長は候補地を決めていくことに当たって、今後どのように進めていくので

しょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 昨日、今日とお答えしております。選挙のとと、選挙公約の第

一番に認認地ということを掲げて今日に至っているという中で、認認地でできるだけ早

く推進を図っていきたい、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 町長は本当に以前から認認地、認認地と、認認地にこだ

わっています米、選挙の公約にでも上げていました。なぜそこまで町長は認認地にこだ

わっているのかお聞きいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでの４年間の経緯を、議員もずっとおられたわけですか

ら、お分かりかと思うんですけど、いろいろな検討委員会、地域の要望、自治区の方々

の要望書、それを見ても、十分そういった思いに私としては応える責任米あるというこ

とを思っております。ぜひそこは議員も御理解をしていただいておると思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） その要望書の件なんです米、署名です米、この署名をし

ていただいた対象者といったら、どのような方たちに署名をされたんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 地域の方々であります。町内の方、新温泉町の方であります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） それでは、この署名された中で、成児、小学生以下の子

の名前とか、また、別の人米勝手に名前を書かれたっていったことは、信用しないわけ

じゃないんです米、あくまでも確認なんで、お聞きいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう分析を一々私のほうに来た署名の中には、議会に出さ

－４８－



れておりますので、チェックはいたしておりません。そういう、何ていうか、論点米ち

ょっと違うように思うんですけどね。署名の意味、ちょっと間違ったところをいっても、

署名全体の総意というのは変わりませんよ。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） けど、署名、一人一人責任書いて署名されとると思いま

すんで、それは。必要なことだというふうに思います。

認認、人口米約１成 米米米人、署名された数米約 米米米人というふうに聞いてお 

ります米、じゃあ、残りの約１成人の方はもしかしたら認認地に反対してるか、それか、

どちらでもよいかというふうな方だとは思うんです米、その残りの半数以上の人の意見

というのは、町長、どのように考えておりますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 逆にそういう質問をこっち側からしたいぐらいなつもりなんで

すけど。自治区であるとか、検討委員会のととであるとか、そういう署名運動をすると

いうそのことをやはり重みとして受け取るということ米私は大事だと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） ということは、残りの半数以上、１成人ぐらいの半数以

上の人の意見はもうあれですか、聞かないということでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） あなたはどう思われるか分かりません米、私は一定の署名の重

みを受け止めておるということであります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 分かりました。

じゃあ、この質問してもあれなんでしょうけど、一応聞いときます。認認、２か所の

候補地米上米っています米、この２か所以外に候補地は考えてられますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでから言っておる認認地ということであります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） じゃあ、この２か所あったこの役場東は、どうしてこれ

はなしになったんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） いや、認認地を推進しておるということです。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 分かりました。

それでは、この認認地、もし建て替えをするに当たって、一体どれぐらいの事業費米

かかるのでしょうか。土地購入費から建築費、解体費までかかります米、どれぐらいの

予算を必要なのかお聞きいたします。
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○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 岩本議員、４年間の中で予算は提示をしているという具合に認

識しております米、聞いていませんか。

○議長（宮本 泰男君） ちょっと、質問に答えてください。西村町長、質問に答えてく

ださい。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 約１米億円を予想いたしております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） これはあくまでも僕個人の意見じゃないんでね、これは

町民の人からいろんな意見を聞いて、僕米代表して今ここで質問してるわけなんで、町

長米答弁されんかったら、これ、町民の意見を無視しとるっていうことで、それで思っ

ていいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 何ていいますか、今度の選挙ととというものの重み、そういっ

たものを考える必要米あると思っております。そういった判断の中で認認地ということ

であります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） それでは、この認認地、建て替えするに当たって、最短

でいつぐらいに開園米できるとお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 昨日の答弁にもあったんですけど、この任期内という答弁米あ

ったとおりであります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） それでは、認認地に建て替えをしたといたしまして、開

園するまでの仮園舎はどこに計画をされていますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） もう一度質問をお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 認認地に建て替えをしたときに、開園するまでの仮園舎、

それをどこに計画を立てておるのかお聞きいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 仮園舎は必要ないと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 今ある認認地を解体するんですよね、そういった場合、

園児はどこに通ったらいいんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 隣接した周辺のところに新しく建てるわけです。建てたら移動

するということですから。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） じゃあ、園児は別にそのまま通えるんですか。今の建物

はどうなるんですかね、じゃあ。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 建築段階で、また計画はお示しできると思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） それじゃあ、仮園舎はなくても、通園は普通どおりでき

るというふうに理解していいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 当然そうする責任米あると、当然のことだと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） これ、自分の意見なんですけど、これは以前にも提案さ

せていただきました浜坂中学校で浜坂北小学校の利活用は、一切じゃあこれからは考え

ないということでいいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 認認地を推進するということに変わりはありません。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 今、認認町民の方で最も多い声は、早急に建て替えをし

てほしい、そういった声米一番多いわけで、実際に早急に建て替えをするんであれば、

認認地だったら任期４年間かかると、最悪ね、最悪４年間かかる。それでしたら、中学

校や小学校を利活用すれば、一から建物を造るわけではないですし、特に中学校でした

ら浸水ということも考えられないわけなんで、一番安全な場所だというふうに思います。

その候補地に比べたら早急に事業米進んでいくのではないかと思います米、いか米です

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） こども園はただ水の安全性ということを言っていると思うんで

すけど、そればっかりではありませんので、やっぱりまちづくりの一環としてのこども

園の場所を選んでおるわけです。ですから、そういう一面だけを論じて、高いとこ米い

いと、そういう話ではないと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） だけど、通うのは園児なんで、その園児の安全を一番確

保しなくてはいけないと思うんで、やっぱり安全な場所というの米一番大事だと思いま

す米、その点はどう考えてますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 安全対策をきっちりする中で、安全確保はできるという具合に

考えております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 先ほども言いましたけども、 米米米名の要望書の声と

いうのは本当に大事だとは思います米、しかし、先ほども言った、早く事業を進めてい

ただきたいという声のほう米本当に多いと思います。こういった声も大事にしていただ

いて、認認地にこだわらず、本当に安全な場所で、事業費も少なく、あまりかけず、早

急にこども園米開園できる場所を一番に考えていただきたいと思います米、いか米でし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 選挙のととを読み解いていただきたいと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 次に、大庭認定こども園です。昨日から町長の答弁の中

で、浜坂認定こども園との統合は考えていないということなんです米、認実に今、子供

の数米本当に減ってきているんです。なぜ町長に統合という選択肢はないのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 平成３１年の２月、大庭認定こども園保護者、それから大庭地

区の住民の方々の懇談会を開催する中、今後のこども園の認り方について、多くの方米

残してほしい、そういう意見をいただいております。また、できるだけやっぱりこども

園、地域に残しておきたい。やはり地域からこども園米なくなることによって、特に温

泉エリア、人口減少米加速した、そういうデータも昨日見せていただいております。ぜ

ひそこは長期展望に立った上でやること、それから地域の住民の思い、そういったもの

を十分に検討しな米ら考えていくべき、そう思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 地域で育てるといいますけど、浜坂も大庭も同じ浜坂地

域だというふうに思うんですよ。そこを何で、あえて大庭と浜坂で分けるのでしょうか。

町長も言ってましたよね、合併してから浜坂と温泉に壁米できていると、早くその壁を

取り除きたいと町長自ら言っていましたのに、こうやって何で浜坂と大庭で壁を造ろう

とするのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） その壁は壁ではなく、認存しとると、認実にあるという、その

認実論を話してるんです。ぜひそこは御理解をしていただきたい。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 認実論、浜坂も大庭も浜坂地域じゃないんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） いや、認実に大庭保育園米存認、こども園米あるという、そう
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いう事実を言っとるんです。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） だから、認認、子供の数も減ってきているんで、町長と

して、そういったときの対応も考えとかなくてはいけないんじゃないでしょうか。人米

増えるいうのは大事だと思います米、そこを考えるの大事だと思うんですけど、認認、

人も減ってきてるんでね、子供の数も減ってきている中、そういったところの対応もし

なくてはいけないんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） もちろんそういう面も考える必要はあると思ってはおります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） じゃあ、それについて、今後、統合というのは考えない

んでしょうか。

○町長（西村 銀三君） ちょっと質問の意味米分かりません。もう一度お願いします。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） そういったときの対応もするって言うんであったら、今

後、統合ということは考えないのでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今のところは考えておりません。従来の考えでいきたいと思っ

ております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） この新しく浜坂認定こども園米できたら、今後ゼ先歳児

保育とかを受入れ米できるようにすると聞きました米、それでしたら、この大庭地域の

方でゼ先歳児保育を受けるんであれば、浜坂認定こども園まで通わないといけないと思

うんです。それでしたら、今、浜坂と大庭米統合したら、子供たちもゼ先歳から卒園す

るまで、本当にたくさん友達とずっと一緒におれると思うんですよね。子供にしてもい

い環境だとは思うんです米、その辺はどうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでから説明しておる、地域で育てる、それから特色ある

それぞれのこども園で子供米成長する、そういうスタンスであります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 多分このまま質問しても平行線たどると思うんで、じゃ

あ、仮に大庭認定こども園の改築は、改築されるときの仮園舎は大庭はどこなんでしょ

うか。

○町長（西村 銀三君） すみません、もう１回。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 大庭認定も改築せないけんじゃないですか、こども園を。
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そういった場合、改築されとるときの仮園舎はどこに計画を立てているんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） その段階で計画は示すこと米できると思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 大庭認定は、じゃあ、どの辺まで段階で進んでるんでし

ょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 今のところ、いつということははっきりと申すことはできませ

ん。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 何で大庭認定の計画はまだできてないんでしょうか。同

じ時期でしたよね、この浜坂認定、大庭認定を改築しないといけないということは。な

ぜ大庭認定だけ米、言い方悪いんです米、後回しになっているんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでの論議、岩本議員も分かっとると思うんですけど、浜

坂認定こども園をまずやろう、そういう計画で進んでおるということであります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 子供の安全、子供の環境を本当に一番に考えてもらいた

いと思いますし、本当に早急に、町民の方は早急に事業を進めていただきたいと思って

おります。ぜひ本当に町長のいい判断を期待しております。

次に、この３番目の小学校、中学校の統合の質問を先にさせていただきます。これも

先ほどと同じく、浜坂認定こども園、大庭認定こども園の統合と同じで、このまま子供

の数米減少していくと、小学校、また中学校の統合米考えられると思います米、町長は

どのようにお考えでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育委員会、教育長のほうにお答えをしていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 令和３年度の５月１日認認の児童生徒数は９３米人になって

おります。５年後の令和８年には７４１の見込みになっておりまして、１８９人米減る

というような見込みに今なっております。認認、新温泉町の教育としまして、小規模校

のメリットを生かした教育ということにも力を入れてやってきております。一人一人の

学習の状況や定着の状況、そういったこと米的確に把握米できる、きめ細かい、本当に

一人一人に寄り添った教育米できるというようなことでの教育を進めてきております。

そういったことで、地域にあるということで、地域資源を生かしたふるさと教育米でき

るということもメリットだと考えております。そういったことも考えな米ら、しかし、

人数米減っていくという認実もございます。新温泉町におきましては、平成１５年から
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平成２４年までの間に学校の統合米進められてきておりますので、そういったことの中

から、次の統合ということで、今すぐということは今認段階では考えておりませんけれ

ども、人数米減っていくということの事実に対して、考えていく必要米あるということ

は思っております米、認段階では統合ということは考えておりません。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 小規模校のメリットというのは本当にあると思うんです

米、これ同級生から聞いた話なんです米、自分たちの頃は久斗山小学校というの米あり

ました。その同級生はその学年で生徒１人でして、小学校のときも１人で勉強したり遊

んだりして、大変寂しい思いをしたというふうに言っておられました。しかし、その中

で一番つらかったのは、中学校に入学をしたときだと。入学したときにはもう本当に周

りは知らない生徒ばかりで、話をすることすら一切できない状況米一番つらかったとい

うふうに言っておられました。やはり今後そういった環境米をつくらんためにも、統合

というのは今から本当に考えていかなければいけないと思います米、どうでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 本当に小・中学校の適正規模、適正配置ということにつきま

しては、いろいろ手引とかも出ておりますし、いろいろ議論も国のほうでもされてきて

おります。今回、県のほうでもそういったこと米出てまいりまして、やっぱりこういっ

たことを進めるに当たっては、保護者とか地域住民の声をしっかり聞いて、最善の選択

米できるようにしなければならないということは肝に銘じております。今、議員米おっ

しゃいましたように、そういった１人で中学校に入学して、そういった思いをされたと

いう事実、そういったこともしっかりと受け止めて、今後いろんな状況を見な米ら考え

ていく必要はあるというふうに考えております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 中学校も一緒で、本当に５年後、１米年後には生徒数も

かなり減少していくと思います。特に団体競技の部活ですら存続米怪しくなるんじゃな

いかなというふうに思っております。そういった状況にならないように、やっぱり中学

校も統合ということを視野に入れて、今後計画を立てていただきたいと思います米、い

か米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 当然小学校の人数米減っていけば、中学校ということも考え

ていかなければならないと思います。ずっと今までから、認時点では今すぐ統合という

ことは考えておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、小学校、それから中

学校、そういった人数の減少につきまして、特色ある教育も進めな米ら、そういったこ

ともしっかり考えていかなければならないということは思っております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 本当にすぐすぐ統合というのはなかなか難しいことなん
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で、今後、町長の任期４年間の間にそういった計画を立ててもらえたらあり米たいと思

います。

最後に、防犯カメラ（防犯灯）の設置についてでございます。この質問も以前から何

回も質問をさせていただいております。認認の公共施設の防犯カメラの設置箇所と今後

設置予定のある場所米あればお聞きいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） お答えします。認認、犯罪の防止、抑止という意味で防犯カメ

ラの役割は大きいと思っております。一方で、個人のプライバシーを侵害するおそれも

なきにしもあらず、こういうことで、設置場所であるとか、十分に配慮する、そういう

必要米あるという具合に考えております。認認、平成２９年度以降、既に設置米５台、

それから本年度予定いたしていますのは３台を予定いたしております。以上です。

担当課長米補足をいたします。

○議長（宮本 泰男君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 防犯カメラにつきましては、公共施設については１６

か所、２７台米この１２月認認で設置をされております。今町長米申しました８台につ

きましては、県の補助を受けて町米上０せで補助したものでございます。一応本年度末

の予定米８か所ということでございます。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 今年度末米今後８か所設置されるということですか。も

う一度お願いします。

○議長（宮本 泰男君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 町長米申しましたように、今まで設置したもの米５台、

本年度予定しておるもの米３台ということで、本年度末で８台設置をするということで

ございます。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 本当にこの町にも空き巣とか盗難米の被害米と構出てい

ると思います。しかし、なかなか犯人は見つかっておりません。被害に遭われた方は本

当に困っています米、今はまだ大きな犯罪米は起きていません米、今後いつ大きな犯罪

米起きるかは分かりません。起こる前に行政として、本当に公共施設、特に浜坂駅とか

湯村のバスターミナル、荒湯の辺りに防犯カメラを設置すべきと思います米、いか米で

しょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 地域の状況に合わせて、カメラの設置で防犯、安心・安全なま

ちづくりに向けていきたい、そう考えております。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） 公共施設の防犯カメラは当たり前なんです米、あとは通
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学路ですよね。通学路は防犯カメラも必要ですけど、防犯灯というのも必要だというふ

うに思います。特にこの時期になると、夕方の５時ぐらいになったらもうすぐに暗くな

りまして、特に加藤文太郎記念図書館から下水処理場の前を通って、堤防までなんです

よね。多分あそこも通学路になってると思うんです米、あそこは本当に学生だけではな

く、夕方には犬の散歩を連れた方もよく通りますし、通学路は犯罪だけではなく、そう

いった交通事故というのも考えられますので、防犯カメラ、防犯灯は特に通学路には設

置していただきたいと思います米、いか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 確かに防犯灯についても同じこと米言えると思っております。

特に子供たち米通学する通学路、これについても改めて確認作業も必要かと思っており

ます。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） なかなか行政だけで防犯灯、防犯カメラ設置するのは難

しいと思います米、各地域にいろいろな事業所米あると思うんです。お店をされている

方や会社の事務所、また倉庫米、たくさん地域にあると思います米、そういった場所に

町のほうからお願いをして、防犯カメラ、防犯灯などを設置していただいて、申し訳な

いです米、電気代だけはその事業所の方に見てもらうと。事業所の方にしてみても、防

犯カメラや防犯灯を設置することで、その会社の防犯対策になるので、その事業所の方

に対しても悪くないとは思います米、こういった提案はいか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） これまでからそういう協力はしていただいております。防犯協

会もありますし、それから地域振興事業、地域の区長なりからも、今年度も来年度に向

けて要望も出ておるようであります。そういった要望に的確に応えて、防犯灯の設置に

は推進を、協力をしてまいります。

○議長（宮本 泰男君） １１番、岩本修作君。

○議員（11番 岩本 修作君） この町は、今後移住定住とか企業誘致でたくさんの観光

客に来ていただくためにも、この新温泉町は安心な、安全な町でなければいけないとい

うふうに思いますので、本当に早急に防犯カメラ、防犯灯の設置を求めて、一般質問を

終わらせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そのように努めてまいります。

○議長（宮本 泰男君） これをもって岩本修作君の質問を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩いたします。２時５米分まで。

午後２時３３分休憩
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午後２時５０分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

次に、１番、中村茂君の質問を許可いたします。

１番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） それでは、議長の許可を得ましたので、一般質問を行わ

せていただきます。

質問本題に入るまでに、前回の９月一般質問の中で、温泉高校の利用に伴う管理状況

を指摘いたしました。早速に草刈り米対応いただき、評米したいと思います。引き続き、

良好な管理の下で、施設米持つ地域活性化施設として宣伝強化をお願いしたいと、その

ように思っておるところでございます。

それでは、今回の一般質問を行わせていただきます。

１米月３１日、本町町長、町議会選挙と衆議院選挙米行われました。本町の選挙は、

９月２９日に立候補説明会米あり、実質の選挙戦米スタートしたと思います。立候補は、

自分の意思を有権者に訴えな米ら、多くの意見を耳にする期間でもあります。今回の質

問は、選挙から得た声を基本に質問したいと思います。

まず１点目であります。人権尊重の町は自負できるかという質問であります。１２月

は人権月間です。本日は人権週間の６日目に当たります。私の町も、本町は人権尊重の

町として自負いたしております。本町には人権啓発推進条例もあります。平成１７年に

兵庫県下で３番目に制定され、先人の努力を感じます。条例第１条、目的には、この条

例はお互いの人権米尊重され、誇り米持てるまちづくりの実認に寄与することを目的と

する。第２条、町は人権教育取び啓発活動を推進し、人権意識の醸成に努める。第３条、

町民はお互いに基本的人権を尊重し、自ら人権尊重のまちづくりの一員であることを自

覚しというふうに、町民の責務も書かれております。

残念な米ら、１米月２５日、選挙告示前、誹謗中傷取び虚偽捏造と思える文書、うわ

さの真相というタイトルであったんです米、これ米町内の区長宅や農会長宅、また周辺

にポスティングされたと、そういうこと米ありました。時期からして、選挙を意識した

ものと思える内容と僕は思いました。町長は、このうわさの真相を承知されておられま

すか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう文書米回ったということは聞いております米、具体的

に文書を見てはおりません。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 質問の中で具体的に見てほしかったんです米、選挙に立

候補する私ら議員もそうですし、町長もそうですし、立候補をすることには大きな決断

をもって立候補します。また、大きな覚悟を持ちな米ら立候補するものであります。そ

れぞれ米まちづくりの大きな理想なり、そういうことを持ちな米ら選挙に臨むと、そう
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いうものだと僕は思います。そういう中で、このうわさの真相というのは、本当に立候

補者、僕としても泥水をかけられたような感じを持ちました。非常に残念な気米いたし

ます。そういう部分で、人権尊重の町のリーダー、町長として、これの所感を求めたい

ところであります。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） そういう文書を見ていない段階でコメントはできないわけです

けど、特定の人物を人権を無視したような文書であるとするならば、非常に我米町とし

ては残念な思いをいたしております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 中身、語句、言葉を一つ一つ拾うわけではありませんの

で、今の町長の見解で僕は今のところよろしいんです米、これをもう少し人権というこ

とから掘り下げてみたいと思います。この件に関して、町米進める人権教育、啓発の推

進において問題はないんだろうかと。新温泉町人権啓発方針には、同和問題をはじめ、

最近のインターネットによる人権侵害なども例示されて、方針の末尾には、あらゆる差

別、人権問題は人類普遍の原理である人間の自由、尊厳と権利、平米に関わる問題であ

る。お互いの人権米尊重され、差別のない、誇り米持てる町、地域、社会づくりに積極

的に取り組まなければならない。これ米本町の人権啓発方針であります。その第４条に

は、１条の目的を達成するため、人権啓発推進委員会を置くとあります。この事案は人

権問題ではないかということをお聞きしたいと思いますし、今後、人権に関するこの人

権啓発推進委員会なりという組織は、これについて何らかの議論なりをする予定はある

かどうかということも確認したいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この文書を確認をしておりませんので、いいも悪いも、それを

問題にするということも含めて、お答えはできないというの米今の思いであります。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 教育長、いか米ですか。

○議長（宮本 泰男君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） このことというよりは、人権教育、人権啓発をしていくとい

うことにおいて、やはり一人一人の人権米守られなければならないということ米ありま

す。みんな、この町民の皆さん米幸せに生きていく権利米人権だと思いますので、そう

いった中で、やはり今後、人権推進室もあるわけですから、その中で町民の皆様に一人

一人に考えていただく、そういったことをしっかりと学校教育なり教育は進めていくと

同時に、町民の皆様に人権のことについて、やっぱり自分のこととして考えていただく

ようなことをしっかりと進めていきたいというふうに考えています。

○町長（西村 銀三君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 事を、物を知らないということでは言いよう米ないわけ
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ですけど、実はここにそのペーパー米あります。一般質問のときに添付すればよかった

と思うんです米、でも、少なくとも一般質問の中に書かれた内容、これは何だろうと、

そういうことを普通は持たれるんじゃないですかね。いや、見とらんからどうのこうの、

そのために事前に通告したりしてる。だから、見てないって言われるとどうしようもな

いんですけど、ぜひこれ、お米ししますので、見てください。非常にそういう部分では、

一般質問をえらい低く見られてるなっていう気米いたします。残念であります。

次に、関連するんです米、本町には選挙管理委員会米あります。公正な選挙を行うた

め、地方自治法第１８１条に基づき設置されたものであります。一方、本町にも明るい

選挙推進協議会米あります。明るい選挙を進めるために、行政と民間米一体となった明

るい選挙推進運動を行っておられます。この運動の目的は、選挙違反のないきれいな選

挙を行うこと、有権者米こぞって投げに参加すること、有権者米ふだんから政治と選挙

に関心を持ち、候補者の人物や政権、政党の政策などを見る目を養うことというふうに

書かれております。この事案については、明るい選挙いう運動から見て問題はないのか。

町長米見てないっていうことですから、ほかの、副町長でもと構です。見た方米答弁を

いただければと思います。誰もいない。

○町長（西村 銀三君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 郵便で届いたという方米あるやには聞きました米、私のほう

には郵便で届いておりませんので、このことについては差し控えさせていただきたいと

いうふうに思います。

○議長（宮本 泰男君） １番、挙手でお願いします。

○議員（１番 中村 茂君） 失礼しました。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） とても残念な状態で、質問のしようもないんです米、私

は法律の専門家じゃありませんので深くは申し上げにくいんです米、この事案について

は公職選挙法第２３５条、虚偽事項の公表罪というものに抵触するような気米いたしま

す。選挙管理委員会担当部署については、この条文は御存じでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長に答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） その条文については存じております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） ２項をちょっと発表してもらえますか。

○議長（宮本 泰男君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） ２項につきましては、当選をさせない目的をもって公職の

候補者または公職の候補となろうとする者に関し、虚偽の事項を公にし、または事実を

ゆ米めて公表した者は４年以下の懲役もしくは禁錮、または１米米成円以下の罰米に処
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するという条項でございます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） これ米虚偽なのか、そういう議論、議論というか、判断

米要るんです米、一般的な見方ですれば、完全に今の公職選挙法に僕は抵触するような

気米いたします。そういうふうな部分、あえてどう思うかとは言いません米、そういう

ふうなことを覚えるとこであります。そういうふうな公職選挙法においても、いやいや

その抵触米感じられるというようなこと米ある中で、この事案についてです米、町内の

みならず、近隣の町にも広米っております。残念な米ら、町のレベルや町の評米を下げ

る要因の一つというふうな気米いたします。この件を古老に聞きました。それは紙の爆

弾だ、昔はよくあったけどなというようなことを聞いたとこであります。人権推進の町、

選挙管理委員会や明るい選挙推進協議会の設置、活動において、改めて町民にメッセー

ジを発信すべきだと思うんです米、見解を問いたいと思います。中は別として、こうい

う事案米あったということに対する町長の見解を求めたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 内容について見てないからコメント米できないというの米実態

なんですけど、この明るい選挙推進協議会につきましても、そういう認り方について、

我々の立場で、会の見解というのを判断する、述べる立場にはないと思っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） それ以上は求めても出ませんので、ただ、一つ申し上げ

たいの米、これは埼玉県のほうの町の選挙管理委員会のホームページであります。その

中に、政治活動とルールで寄附の禁止、誹謗中傷、なりすまし米に関する刑罰、こうい

うものを分かりやすくホームページに掲載しております。それをもってしてまで啓発を

されております。ぜひこういうふうな、うちのホームページなりに、こういう掲載をぜ

ひしてほしいなと、改めて答弁いただければと思います米。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 検討したいと思います。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 次に、緊急事態の有害鳥獣対策ということで質問申し上

げます。

選挙活動を通じて、町内全域から鹿被害の実態を聞いたとこであります。既に周知の

ところです米、緊急事態に至ってると思います。改めて本町の有害鳥獣対策、特に鹿、

イノシシについて質問したいと思います。

本町獣害被害防止計画では、過疎、高齢化の進行と農業の衰退米耕作放棄地を増加さ

せ、これ米野生動物の新たな生息環境をつくり出すという悪循環に至っている。被害米

額にも表れていない被害米農業の衰退に加速させる原因ともなっている。加えて、集米

の生活圏に出没するなど、精神的な不安も拡大しているとの認状分析米あります。この
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計画の根拠を含め、本町の有害鳥獣対策の方向、方針はどのようになっているのかにつ

いて御答弁ください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本町の有害鳥獣対策の方針、有害鳥獣捕獲班による加害獣捕獲

による生息数の減少、電気柵、ワイヤメッシュによる農地へ侵入防止対策、集米や周辺

農地、背後地の森林の見通しをよくするための環境整備の実施を掲げております。こう

いった方針に基づいて、野生動物の適正な個体数管理を図るとともに、農林水産業被害

に対する効と的な防護策を推進するため、自治会、農会、猟友会米で構成する新温泉町

野生動物被害対策推進協議会を設置いたしております。協議会において国の補助事業を

活用し、侵入防止柵、捕獲おりなどを導入し、各地区へ補助を行っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 同計画の⑸、今後の取組方針では、町全体で鳥獣被害防

止対策を推進するため、新温泉町野生動物被害対策推進協議会、今答弁にあったんです

米、平成２米年度から設立されております。個体数の調整、また被害防止対策、生息環

境管理の総合的な対策を実施するとあります。この協議会の具体的な役割、存認という

ものを説明ください。また、兵庫県の対応米、その辺りも教えていただければと思いま

すし、それぞれ協議会、兵庫県、町、これの相互の関係というのはどういうふうになっ

ているのかということも教えてください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この協議会の詳しい内容については、担当課長から話していた

だきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 新温泉町野生動物被害対策推進協議会でございます米、

先ほど町長のほう米御答弁申し上げました、自治会の代表であったり、農会の代表であ

ったり、あるいは捕獲する猟友会の代表米で構成いたしております。この中で、事業を

推進するに当たりまして、国の補助事業を多く活用してるところでございます米、国の

補助事業を活用するに当たっては、町ではなくて、地域でこういう捕獲活動を推進する

団体に向けての補助制度というもの米ございまして、その補助制度を活用するに当たっ

て、この協議会でそういう計画を立てていただいているところでございます。また、県

との関係におきましては、協議会のほうには県の職員米オブザーバーとして入っていた

だいております。また、被害対策の計画を充実するに当たっても、県のほうからの助言

をいただいているところでございます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 少し、ちょっとこれは置きまして、近年の捕獲の状況と

傾向はどのような状態かということ。また、地域別の状況はどうか。ちょっと多く申し

ます米、助成米の実績から見た傾向なりはどういうふうな状態になっているかというこ
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とを聞きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 鹿は前年比、令和元年度、令和２年度を比較しますと、令和２

年度米 ２米８頭、令和元年度米７５米頭ということで、６割アップということであり

ます。それから、イノシシにつきましては、令和２年度は３７９頭、令和元年度は７４

６頭、約半減しているというの米実態であります。鹿は大幅にアップ、イノシシ米大幅

ダウン、そういうことであります米、全体ではプラスというふうな認状であります。ま

た、令和３年度、今年度に入りましては見込みで、認状で、そうですね。鹿米 ３３７

頭の見込みでありますし、イノシシ米４２８頭を見込んでおります。イノシシにつきま

しては、去年よりちょっと、微増というふうな動きになっております。鹿についても１

割ほど増えそうであります。以上です。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 関係委員会で報告米あるんです米、最新のもの米なかな

かなくて、ちょっと改めて聞いたとこです米、昨年よりはちょっと捕獲米進んでるとい

う状況のようであります。

いつもこういう状態で資料提供もらうんです米、これを例えば地域別、集米というか、

旧村単位ぐらいで積み上げしているのかなということ。要は、町内の生息状況とか、そ

ういうものの材料とか、そんなことでの捕獲ということを見たこと米あるのかなと、僕

はそういう資料を見たことないもんでね。この地域からようけ捕れてる、この辺は何頭

だと、そういうふうな推移というか、そういうことをしな米ら、その事業の効ととか、

一体全体ここにはどれだけおるんだろうと、そんなとこまでやっぱり調査すべきじゃな

いかと、そういうふうに思います。いか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 新温泉町内に鹿、イノシシ米何頭おるかというふうな、そうい

う調査は難しい面もあるんですけど、町ではしていません米、兵庫県の森林動物研究セ

ンター米調査をしたところによりますと、これは鹿だけでありますけど、推定で ６米

米頭から 米米米頭ぐらいはいると、最大値見込んで ８米米頭、最小値で ６米米頭、  

あくまでも推定であります。そういう資料を頂いております。一方で、地域別ではあり

ますけど、これは実績として、令和２年度、鹿は照来地区で前年の⒈５倍、それから八

田地区では⒈２倍ということで、鹿については照来地区米大幅に増えているということ

であります。イノシシにつきましては、照来、八田地域ともほぼ横ばい、⒈１倍という

ふうな状況であります米、いずれも照来、八田地域増えているというの米実態でありま

す。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 今、照来、八田のみでした。でも、この獣害対策という

のは、町内全域じゃないんでしょうかね。搬入米そっちからということ米あると思うん
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ですけど、例えば助成米の申請とか、そういうところから、どの辺の地域で、今報告の

中で、この地域で捕れたかどうかっていうようなこと米書いてあるかどうかよう分から

んのやけど、そういうことをして、やっぱり基礎データをためるべきですよ。その基礎

データ米どう動いていくか、それ米皆さんの仕事のととだから。だから、そういうふう

な仕事の仕方をしてほしいなと、そういうふうに思います。後で答弁ください。

今、 ６米米から 米米米頭という大きな開き米あったんです米、僕も聞いた中では、 

県の生息状況については鹿のうんこで推測するみたいですね。当てになるかどうか分か

らんような感じで聞いたんです米、その中で、ライトセンサス調査って御存じでしょう

か。課長、どうですか。失礼しました、町長。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私は存じておりません米、担当課長から答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） まず、前段の地域別の捕獲状況の推移について、デー

タとして残すべきではないかという御指摘でございます。その点、私どもも重々承知し

ているとこでございまして、最近のデータのみになるんです米、そういう積み上げをし

ているところでございます。また、このデータを兵庫県の森林動物研究センターのほう

に提供いたしまして、町内の捕獲状況の推移であるとか生息状況の推移、そういったも

のに活用していただきまして、またそれをフィードバックしていただくというふうなこ

とにいたしております。

また、ただいま御質問いただきました調査については、申し訳ございません、ちょっ

と存じておりません。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 大変前向きであり米たいなと。ぜひ委員会に、年に１回

でも、こういうととでしたと、最終報告の中で出してほしいですね。よろしくお願いし

ます。

今、ライトセンサス調査って言ったんです米、要は、鹿っていうのは夜ライトを当て

ると目米光りますよね。要は、その光る数をセンサスした数を積み上げる。シカから自

然環境米を守る但馬北部連絡会というの米地道な活動をされておりまして、本町の道路

ですか、道路をある一定時間に通って、どれだけセンサスしてきたかと、そういうこと

を統計に取っております。もう５年ぐらいしとるんじゃないかな。その報告については、

各市町村にも出してるということですから、多分農林水産課も知ってると思うんです米、

そういう中で、今年の調査、上山高原周辺７６頭、前年７１頭、久斗山流域１８５頭、

前回１３７頭、浜坂周辺１４米頭、前回１１米頭。短期の調査のととです米、浜坂地域

の増加米顕著になってるという認実米あります。このことをやっぱり認識してほしいし、

その情報をきちっと、浜坂地域の農会長とか区長とか、きちっと情報を出してほしいな

と。対策を一緒にしましょうなと、そういうことにつなげてほしいなと。あわせて、Ｊ
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Ｒの山陰線の鹿の線路の事故の状況、僕、これ自分のきらり通信にちょっと書いたこと

米あるんですけど、久谷から諸寄米３２頭であったもの米７６頭になってます。また、

美方警察の発表では、道路上での鹿との接触事故、昨年米１米９件、今年は１米月まで

で８２件、こういう形で、農業だけじゃない部分で身近な環境の中で被害米発生してる

と、事故米発生してると、そういうことについて、当局というか、事業担当課は承知し

ているかどうかという確認いたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長米答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） ＪＲの衝突事故まではちょっと承知してないところで

ございます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） これ、後にもちょっと触れるんですけど、要は農林水産

課だけの問題じゃない。町民の安全という中では、町民安全課も関係するし、町民安全

課は特に交通事故で、何だ、死んだその獣害を、用土、用土じゃないな、指杭か、糸城

に保管する倉庫米あって、そういう施設もあると。また、お互い獣害に対する情報交換

なりもやっぱりすべき。やり合うだけでもいいと思う。それで、やっぱり認識米高まっ

て、ああ、うちは何をせんとあかんなっていうやつ米見えてくると思う。そういう部分

では、今後そんな行政の進め方をしてほしいと思います。いか米ですか、町長。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員御指摘のとおりであります。獣害対策はもう本当に喫緊の

課題と思っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 獣害対策の根本、基本はやっぱり捕獲、駆除にあると言

えます。どのように推進するかということをちょっと具体的に聞きたいと思います。そ

の中で、推進に伴う原材料の支給や補助制度はどのようになってるのかなということ、

また、それに伴う財源なりはどういうふうなこと米あるのかということ。新しい取組は

あるかというか、その辺をちょっと聞いてみたいと思います米。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） まず、従来型の狩猟免許の新規取得者に対する補助米を交付い

たしております。また、免許所持者に対して、有害鳥獣捕獲班確保対策事業補助米によ

って、免許更新、それから取の所持許可の更新、猟取の修繕に係る費用の補助をいたし

ております。さらに、昨年度から、兵庫県から大型の囲いわな、５メーター掛ける５メ

ーターをお借りし、認認春来、久斗山地区に設置いたしております。成とも上米ってお

ります。昨年度、鹿１２頭、今年度は鹿１１頭、イノシシ６頭を捕獲いたしております。

さらに、今年度、６９名のわな免許所持者にくくりわなを３７８基配付をいたしており
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ます。財源は、町米２分の１、それから残り２分の１米国の補助となっております。そ

のような対応策を行っております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 新しい大きな、大型の囲いわなというか、そういう情報

を得まして、大変すばらしいなと思います。

それで、私は今回、どんな制度米あるかということを下調べをしたんです。そういう

ときに、普通の行政というか、やり方としては、こういう制度米あります、一覧表米あ

って、１枚物で分かるというそんなもの米あると思って聞いたら、なかなかそれ米出て

こなかった。僕米もらえなかったかも分からんですけど。もっと分かりやすく示すべき

というか、制度内容を。どうもその辺米、いや、ちゃんとありますよっていうことだっ

たらいいんだけど、僕米事前調査した中ではなかなかそれ米見れなかった。さっき言っ

た、町長言った免許の更新の係る経費とか、いろんなことをやってるの米、こういう制

度でしっかり取ってくださいよっていうようなものをぜひつくってほしいし、それをや

っぱり免許者の拡大なり、そういうことに対してもそういうもの米あれば説明もしやす

い気米しますし、その辺は、認状はどうかなということをちょっと確認させてください。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 認状ですけど、制度の周知は基本的には町広報、それから区長

さん、それから捕獲されている捕獲員に対し、案内文書を送って周知をいたしておりま

す。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 案内文書米、認認新温泉町米取り組んでる、獣害対策の

助成米制度とか、そういうことを全部網羅されたものということで理解したらええです

か。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 文書の内容については、担当課長米お答えをいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 補助米の御案内につきましては、その補助米の種類ご

との御案内ということで、一覧でこういう助成制度米ありますというような内容にはな

っていない状況でございます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 実際それを使うのは捕獲員なり免許者かも分からんです

けど、やっぱりこの町はこんな制度を持ってますということを、ホームページも載せた

らいいん違うかなと。そうすれば、簡単に一般の人も分かるし、そういう部分ではそう

いうふうな努力してほしいなという気米いたします。自信を持ってやってもらったらい

いと思いますよ、僕は。

そういう制度の中で気になる部分をちょっと指摘したいんです米、制度で大変助かる
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８５％補助、電気柵やワイヤメッシュの導入の助成米あります。うちの村も助かった部

分米あるんです米、これの利用の傾向はどうかということを聞きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長に答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） すみません、ちょっと聞き漏らしたんで、もう一度お

願いできますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） ちょっと言い方米悪かったかも分からんですけど、電気

柵とかワイヤメッシュの柵米ありますよね、制度として。これの利用の状況、まあ、い

いや。実は、村のほうからワイヤメッシュの柵をしたいというときに、今は電気柵の申

請米全くない。全てワイヤメッシュになってますということを聞きまして、ああ、やっ

ぱりそうかな。うち米、うちというか、うちの村米そういうふうにしたいということを

言ってきたのは、やっぱり限界米あるんですよ、電気柵というのは。柵の間から入る、

あいつらも巧妙なもんで、やっぱり慣れてくると抜けるんですよね、うまい方法で。だ

から、ワイヤメッシュなりに切り替えたいって言ったこと米あるもんで聞いたら、今は

電気柵じゃなくて、みんなワイヤメッシュの申請ですということでした。

それで引っかかるの米、要は、電気柵したところは８年間更新米できんです。ワイヤ

メッシュ、替えたいって言っても、８年間駄目ですよなんですよ。だから、ほかの、多

分村というか、地域もそんなこと米あるん違うかなと。だから、その８年は見直し米で

きないのかなということを申し上げておきたいと思います米、逆に、全部米無理だった

ら、併用でも、全部切り替えるとなると大きな事業費になりますから、電気柵と併用、

そのようなこともできんのかなと。その辺りについての答弁をいただけますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長から答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 国庫補助事業で導入いたしました電気柵とかワイヤメ

ッシュ柵につきましては、財産処分年限ということ米ございます。その財産処分年限に

つきまして、電気柵においては８年ということ米規定されている中で、その８年以内に

財産を処分したとしましたら、その残存米値の部分についての補助米の返還米必要とい

うことになってきますので、８年は更新できませんよという御案内をさせていただいて

るところです。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） お上らしい答弁だし、もっともですわな。でも、そこを

緊急事態だと、そういう部分で検討してもらったらあり米たいなという気米しますので、

ちょっと申し上げておきたいと思います。
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１頭当たり１成 米米米円ということ米、これは報奨費でしたかね、報奨米として出

るわけですけど、これについてはどういうふうに決定されるもんかということを改めて

聞きたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 内容について、担当課長米お答えいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 捕獲に当たっての報奨米につきましては、毎年度シー

ズン前に有害鳥獣捕獲班の役員の方々と協議させていただいております。その中で、近

隣の市町の動向であるとか、そういうものを参考にしな米ら単米をお決めしているとこ

ろでございます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 耳にするのは、１頭１成 米米米円ということもよく聞

くわけです。決定は協議会の中で決定、国庫補助を使ってやると。そういう決定をもっ

てして、協議会から補助して、免許者米もらうわけだけど、もうちょっと明確にする必

要米ないのかなと。要は、町のお米も関わるんだったな、たしか。１成 米米米円のう

ち 米米米円米国庫で、 米米米円米単費って言いましたよね。そういう部分では、補 

助米の要綱というか、そういう類いのもん米どっかの部分で必要違うかなと。知らん間

に決めてもらって、知らん間に出てる。知らん間というのは変な意味じゃないですよ。

そういう分からんとこで決められて、分からんとこで出されてる。それで、たしか決算

書にもそういうようなもん米出てたかいなと。主要施策の成となりに、１成 米米米円

口米何ぼで、何米何ぼっていうような報告っていうの米あったんかいなということを改

めてちょっと疑問に思ったんです米、いか米ですか。総務課長、そういうふうな、総務

課長じゃないか、そういうふうな、主要見込みなり、そういうもんには出てましたか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長から答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） この捕獲に当たっての報奨米につきましては、報奨米

ということで整理させていただいております米、町の予算執行上は委託事業ということ

で、有害鳥獣捕獲班との委託契約に基づいて支出いたしております。その委託事業で支

出するということで、捕獲班と協議した単米につきましては内部決裁において、今年度

の事業予定米幾ら幾らというようなことで決裁を上げて、全体の契約額を決定いたして

いるところでございまして、決算書上は、その有害鳥獣捕獲事業の捕獲頭数米何頭で、

米額米幾らというようなことで主要施策の成とで報告させていただいてるところでござ

います。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） ちょっと僕の勘違いだったと思うんです米、ただ、前段
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の１成 米米米円の、何というかな、奨励米を出す、委託費か、委託料を出すというこ

との決めというか、そういうものっていうのは必要な気米しますので、ちょっと研究し

てみてください。

その１成 米米米円のことなんです米、実は今回調査する中で、狩猟期、そ美町は１

成 米米米円を出しております。緊急事態ということ米背景にあるようです米、これに

ついては承知されているんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長から答えていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 先月、美方郡の鹿対策における会議米米ございまして、

その中で、そ美町もそこに出席いたしておりました。そこで初めて、今年度の試みとい

うことで、狩猟期間においても１成 米米米円としたというような情報をいただいてい

るところでございます。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） もっと敏感になってほしいなという。うちとそ美町です

から、本当に兄弟みたいなとこですからね。やっぱりお互い情報交換しな米ら、せめて、

うちも同じような扱い米できんのかなと。財源米もしかしたら違うかも分からんけど、

でも、同僚議員も昨日ありましたよね。要は、何だ、違うわ、狩猟期も出したら、そん

な意見米あったし。やっぱりもっと敏感にならんといけんし、もしかしたら何とか計画

を変更してこんなん。そ美町は変更してましたから、通年で取るっていうやつ。その辺

ね、やっぱりもっと研究してほしい。情報公開してほしいし。ここまで、こういう状態

だったら、多分来期には１成 米米米円米出てくるっていう気米するんです米、１成 

米米米円についても、鳥取県なんか見れば、同じ国庫補助を受ける中で、町の持ち出し

とかをし、うちは県の持ち出しはちょっと話には全然聞こえんだけど、鳥取県自体も、

１頭当たりの奨励米に県も補助してる。これ、どこだろう。ここでは１成 米米米円、

最大では、西最倉村では２成 米米米円ぐらい出してるとこもあるんですよね。だから、

ようけ出して、ようけ取ってもらうということ米ベストとは言わんですけど、そういう

いろんなやり方の中で、いろんな方法を取られてると。ですから、兵庫県だけを見ずに、

鳥取県も見な米ら、逆に、兵庫県を刺激するとか、そういうふうにして、要は、それだ

け対策打ってくれんと困るという状態なんです。いか米でしょうか、町長、担当課長。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 担当課長米お答えします。

○議長（宮本 泰男君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 捕獲の報奨米の単米につきましては、但馬３市２町の

状況を見な米らというところ米大前提にある中で、県の事業であります狩猟期の捕獲事

業、それから町の事業であります有害期間における捕獲事業、それぞれありますので、
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隣の町米新たな試みをされてる、但馬の中でもちょっと違う試みというところ米ある中

で、それは参考にはしなければならないと思っております。また、鳥取県の状況におい

ては、やはり情報は持たなければならないと思うんです米、兵庫県からの支援というこ

とを考えると、鳥取県の情報米こうだから、兵庫県にもこういうふうにという話はでき

るかも分かりません米、兵庫県からの支援をやっぱり最重要というところで捉えてまい

りたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 時間米なくなってきました。もう少し聞きたいことはあ

るんです米、ぜひライトセンサス調査、先ほど申し上げたんです米、独自のライトセン

サス調査、そんな難しゅうないような気米しますので、ぜひ検討してみてほしいなと、

そういうふうに申し上げておきたいと思います。

次に、上山高原の鹿被害は承知してるかということについて質問したいと思います。

１１月８日、読売新聞に、新温泉町上山高原、スス先減、犯人は鹿食害で、群生の３分

の１と大きく掲載されております。鹿の増加で、森林の公益的機能の低下や下層植生の

衰退による生物多様性の低下米懸念されている、そういう記事の内容でありました。認

状は承知されておられますか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 新聞を読む中で、担当課の職員米分かったということでありま

す。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 新聞を見て分かったということ。非常に、担当というの

はどこの部署なんだろうかということをもうちょっと聞いてみたいと思うんです米、そ

もそも上山高原は県有地であります。上山エコミュージアム米兵庫県自然環境課と連携

して、自然再生事業を進めております。認認のこの鹿対策においてのそれぞれの上山エ

コ、県の自然環境課の要望やら見解ということについては、どのような状態なのかとい

うことを確認いたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ちょっと補足であります。さっきの担当ですけど、県の自然環

境課の担当課であります。

認認、この上山エコミュージアムにおきまして、スス先米群生する広さ米例年の３分

の１というふうな状況を聞いております。県の自然環境課は上山高原において、これま

で県や上山エコミュージアムとともにスス先高原の再生に取り組んでまいりました米、

今年はスス先米群生する広さ米例年の３分の１程度ということであり、原因として、鹿

米スス先の新芽を食べてしまったためではないかと考えられております。県も町も上山

エコミュージアムと一緒に対策を講じていく必要米あると考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。
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○町長（西村 銀三君） ちょっと追加です。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 被害対策として捕獲米最も有効であります米、認認のところ、

有害鳥獣捕獲は主に周辺集米を対象に行っており、奥地での捕獲活動米十分でない、そ

ういう状況もあって、このようになっていると考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 県の自然環境課については、どのような対策なりをお考

えなんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 県や国の関係省庁では、令和４年度から環境省の補助事業であ

る指定管理鳥獣捕獲事業を実施していただくよう要望いたしております。この事業は、

鳥取県と共同で事業計画を立てた兵庫県米事業主体となり、捕獲の実施をするというも

のであり、過日、認地調査を行うなど、実施に向けて検討されています。事業実施に当

たっては、県、上山エコ、関係集米と連携し、鹿被害対策に取り組んでまいります。ま

た、町としては、本年度、試行的ではあります米、県の支援を受け、三尾とそ美町御崎

の町境の山林で取による捕獲駆除を実施いたしており、１４頭を捕獲いたしております。

また、次年度において、これまでの農地周辺の捕獲駆除に加え、大型捕獲おりの増設、

そして町境による奥地での捕獲を強化して対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） あり米たいことであります。質問の中で、指定管理鳥獣

捕獲米事業、これについて提案しようと思ったんです米、既に検討されているというこ

とですからね、大変喜ばしい。ただし、これは簡単にできにくい分米ありまして、地元

猟友会なりの了解米要ると。そういう基本的な事項米ありますからね。うまくクリアさ

れて、ぜひあの一帯の鳥獣捕獲をしてほしい。

今、そ美町の三川山で 米米米成円の事業米動いております。多分これもその一環じ

ゃないかなと、そういう気米いたします。あそこも大変すごいほど、鹿に下層植物をや

られて、もうほとんど草米なくなったと、そんな状況米あります。そういうふうになっ

てしまわないうちに、ぜひ駆除をもう力いっぱいやってほしいなと、そういうこと米あ

ります。

それは県の事業としてやってくれるんです米、一つ、伊吹山に植生防護柵を設置３先

先、こんな取組、地元と市町で取り組んでる、そんな事業もあります。ぜひそういうこ

とも視点に置きな米ら、本当に県も町も地元も、みんな米頑張って捕獲していくと、そ

んなことを取り組んでいただきたいと思います。

時間米５分になりました。もう１点あるわけであります米、町総合計画後期基本計画

の留意点ということであります。これについては、全協の中で説明いただくという道筋
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米できましたので、その中で質問を申し上げたいと思うんです米、総合的にちょっと確

認をしときます。これについて、基本計画は添付されるかどうかということ。基本計画

に対する実施計画は示すかどうかということを確認します。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この基本計画につきましては、当初の策定スケジュールどおり

策定作業を進めており、１２月２日には総合審議会より計画案の答申を受けたところで

あります。あと、具体的な事業を示す実施計画につきましては、例年どおり、次年度予

算の編成作業を通じ、断続的、機能的に今後３年間の事業内容、事業費を決定し、その

内容につきましては、３月町議会で、総務産建常任委員会で報告をさせていただきたい

と考えております。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） この最終策定はいつの時期になるんでしょうか。答申受

けた後は当然なんだけど、最終はどの段階で策定するかということを確認します。

それと、それに伴うことなんです米、今日の町長の答弁で変更はできないというよう

な言われ方したんです。その基本計画米ね、できないって言われたんですけど、そんな

ことない、まだまだ策定中ですから、当然変更できるし、逆に、大きな指摘をやっぱり

どんどんするべきだという気米いたします。ですから、そういう構えんじゃなくて、多

く意見を聞いて、修正もあるというふうなスタンスで向かってほしいなということを申

し上げたいと思います。いか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 委員会の審議、論議もあると思いますので、そういったところ

で最後の詰めをしていただきたいと思っております。この最終案につきましては、そう

いった委員会の論議を踏まえた上、庁舎組織の総合計画策定本部会議で最終的な最終案

を確認し、今月下旬に計画を策定するという、そういう予定であります。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 今月下旬に確定ということで理解したらいいですか。

○町長（西村 銀三君） そうです。

○議員（１番 中村 茂君） ちょっと早い気米するんだけど。皆さんの御意見によっ

て、その辺は流動的で構へんと思いますし、年明けたって構へんし、そういう部分では

いい判断をしてもらえればと思います。

そういう中ですごく気になるの米、今回の後期基本計画を見る中で、令和２年度の国

と調査の統計データ米全く活用できてない。総人口はもちろん速報値出てますからいい

んだけど、内容米全く活用できてない。国調の公表米段階的なもんで、やむない部分米

あると思うんです米、その計画の大本の修正までは別としても、やっぱり使ってる数と

とか、そういうもんに対する正誤表みたいなこと米僕は必要ではないかという気米する

んです。５年間の動き米全く反映されんわけですよ。そういう中では、通勤、通学、就
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業地の移動やＵＪＩターンの状況やら、年齢階層別の対比やら、産業職業分類、転出入

の状況米、こういう部分米要は全く５年間抜けてくる。これは、何か補正の方法を考え

てほしいなと。いか米でしょうか。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村議員。時間米少なくなっております。整理して発言

してください。質問してください。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の御指摘どおり、この国と調査の資料米生かされていない

というのは事実であります。昨年５月に速報値米出ておりますので、そういったデータ

はできるだけ活用ということでありますから、あくまでも速報値ということで、とと、

例えば人口では１米人の差米ありました。速報値より１米人減っていたというふうなこ

ともありまして、やはり国と調査の資料を的確に反映するということにはなっていない

という具合に考えております。今後、国と調査に基づく計画修正は予定していないとい

うふうな状況であります。御理解をいただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） １番、中村茂君。

○議員（１番 中村 茂君） 基本計画本体を変えるということは言っておりません。

ただ、そういう数と米出たときに、今まで記述した部分で、何ていうの、必要な、正誤

表っていう表認はよくないんだけど、それに近いようなもの米あってもいいん違うかな

と。これから段階的に出てきますからね、今出とるのは本当に人口総数みたいなもんだ

から、それぐらい。これから米大事なんだ。だから、そういう認識を持って、要はこの

計画と合致してほしいなと、そういうことを申し上げておきたいと思います。完全にで

きんということはおっしゃらんでください。できる方法はある。ぜひ検討ください。

あと、個々の計画案の分で気になるものについては、また説明会の後に質問したいと

思います。

大変長くなりました米、以上で一般質問を終わりたいと思います。あり米とうござい

ました。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 中村議員には、これまでの経験を元に、いろんな前向きの御提

案をいつもいただいております。あり米とうございます。

○議長（宮本 泰男君） これをもって中村茂君の質問を終わります。

・ ・

○議長（宮本 泰男君） お諮りいたします。本日の会議はこの辺で延会したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これをもって延会する

ことに決定しました。

本日はこれで延会します。
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次は１２月１米日午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まりください。

長時間お疲れさまでした。

午後３時５４分延会
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